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1. 自己点検・評価の基礎資料 

1.1. 学校法人及び短期大学の沿革 

 学校法人山梨学院の沿革の概要 山梨学院短期大学の沿革の概要 

1946 年 ・私立学校山梨学院設置認可 

・山梨実践女子高等学院として甲府市桜町に創立 

・山梨女子高等学院へ名称変更 

 

1948 年 ・山梨女子高等学院家政科栄養士養成施設認可指定 

・山梨高等学院と名称変更（男女共学化） 

・甲府市酒折町（現所在地）に全学移転 

・財団法人山梨学院認可 

 

1950 年 ・山梨学院附属幼稚園設置認可  

1951 年 ・学校法人山梨学院へ組織変更認可 ・栄養科設置認可（栄養士養成施設として認可再指定）

（栄養科は後に食物栄養科へ名称変更） 

1953 年 ・山梨学院短期大学法経科（併設大学の前身）設置認可  

1954 年  ・栄養科教職課程（中学校教諭二級普通免許状・家庭）

認定 

1956 年 ・山梨学院短期大学附属高等学校普通科設置認可  

1959 年  ・保育科保母養成施設認可指定 

1962 年 ・山梨学院大学（法学部法学科）設置認可 

・山梨学院短期大学附属高等学校を山梨学院大学附属高

等学校へ名称変更 

・山梨学院附属幼稚園を山梨学院大学附属幼稚園へ名称変

更 

 

1965 年 ・山梨学院大学商学部（商学科）設置認可（商学部商学

科増設） 

 

1967 年  ・保育科設置認可（保母養成施設として再指定） 

・保育科教職課程（幼稚園教諭二級普通免許状）認定 

1975 年 ・山梨学院大学附属高等学校英語科設置認可  

1980 年  ・食物栄養科・保育科入学定員変更認可 

1986 年  ・保育科保育専攻設置認可（修業年限 1 年） 

1987 年 ・山梨学院大学商学部経営情報学科設置認可  

1990 年 ・山梨学院大学法学部行政学科設置認可（1991 年度開

設） 

・経営学科設置認可（1991 年度開設） 

1993 年 ・山梨学院大学経営情報学部経営情報学科設置認可

（1994 年度開設） 

 

1994 年 ・山梨学院大学商学部経営情報学科学生募集停止  

1995 年 ・山梨学院大学大学院公共政策研究科公共政策専攻（修

士課程）設置認可（1995 年度開設） 

 

1996 年 ・山梨学院大学附属中学校設置認可  

1997 年 ・山梨学院大学商学部経営情報学科廃止  

2000 年 ・山梨学院大学大学院公共政策研究科公共政策専攻（修

士課程）を社会科学研究科公共政策専攻（修士課程）へ

名称変更届出（2001 年度開設） 

 

2001 年 ・山梨学院大学法学部行政学科を法学部政治行政学科へ名

称変更届出（2002 年度開設） 
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 学校法人山梨学院の沿革の概要 山梨学院短期大学の沿革の概要 

2002 年  ・専攻科食物栄養専攻・専攻科保育専攻設置認可（大学

評価・学位授与機構認定、修業年限 2 年） 

・専攻科保育専攻教職課程（幼稚園教諭一種免許状）認

定 

・保育科保育専攻（修業年限 1 年）廃止 

2003 年 ・山梨学院大学大学院法務研究科法務専攻（専門職学位

課程：法科大学院）設置認可（2004 年度開設） 

・山梨学院大学附属小学校設置認可（2004 年度開設） 

・『特色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）』に採択 

・専攻科食物栄養専攻教職課程（中学校教諭一種免許

状・家庭）認定 

・専攻科保育専攻教職課程（小学校教諭一種免許状）認

定 

・保育科教職課程（小学校教諭二種免許状）認定 

2004 年  ・食物栄養科・保育科入学定員変更認可 

2005 年  ・『現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）』に採

択 

・食物栄養科教職課程（栄養教諭二種免許状）認定 

2006 年 ・山梨学院大学商学部商学科を現代ビジネス学部現代ビジネ

ス学科へ名称変更届出（2007 年度開設） 

 

2007 年  ・経営学科学生募集停止 

・『現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）』に採

択 

・『新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム（学生

支援 GP）』に採択 

・『社会人の学び直しニーズに対応した学生支援プログラム』に

採択（共同） 

2008 年 ・山梨学院大学健康栄養学部管理栄養学科設置認可

（2009 年度開設） 

・『質の高い大学教育推進プログラム（教育 GP）』に採択 

2009 年  ・食物栄養科入学定員変更届出（2010 年度開設） 

2010 年  ・専攻科食物栄養専攻学生募集停止 

・食物栄養科製菓衛生師養成課程認可指定 

2014 年 ・山梨学院大学国際リベラルアーツ学部国際リベラルアーツ学科

設置認可（2015 年度開設） 

 

2015 年 ・山梨学院大学スポーツ科学部スポーツ科学科設置認可

（2016 年度開設） 

 

2016 年 ・山梨学院大学経営情報学部経営情報学科学生募集停止 

・山梨学院大学大学院法務研究科法務専攻（専門職学位

課程：法科大学院）学生募集停止 

・山梨学院大学附属中学校・高等学校を山梨学院中学校・

高等学校へ名称変更 

・『大学教育再生加速プログラム（卒業時における質保証の

取組の強化）』に採択 

2016 年 ・山梨学院大学附属小学校を山梨学院小学校へ名称変更 

・山梨学院大学附属幼稚園を山梨学院幼稚園へ名称変更 

 

2017 年  ・食物栄養科フードクリエイトコースをパティシエコースに名称変

更 

・食物栄養科・専攻科保育専攻入学定員変更届出（2018

年度開設） 
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 学校法人山梨学院の沿革の概要 山梨学院短期大学の沿革の概要 

2018 年 ・山梨学院大学現代ビジネス学部現代ビジネス学科を経営学

部経営学科へ名称変更届出（2019 年度開設） 

・山梨学院大学大学院法務研究科法務専攻（専門職学位

課程：法科大学院）廃止 

 

2019 年 ・山梨学院大学経営情報学部経営情報学科廃止  

2020 年 ・山梨学院大学法学部政治行政学科学生募集停止 

・学校法人山梨学院から学校法人 C2C Global Education 

Japan へ法人名称変更認可（2021 年４月より） 
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1.2. 学校法人の概要  

 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び在籍者数 

 2022 年 5 月 1 日現在 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

山梨学院短期大学食物栄養科 
山梨県甲府市酒折 

二丁目 4 番 5 号 

100   200   155 

山梨学院短期大学保育科 150   300   251 

山梨学院短期大学専攻科保育専攻  25    50    53 

山梨学院大学大学院 

社会科学研究科公共政策専攻 

山梨県甲府市酒折 

二丁目 4 番 5 号 
 20    40    22 

山梨学院大学法学部法学科 

山梨県甲府市酒折 

二丁目 4 番 5 号 

280 1,050 1,297 

山梨学院大学法学部政治行政学科 募集停止   150   156 

山梨学院大学経営学部経営学科 320 1,140 1,432 

山梨学院大学 

健康栄養学部管理栄養学科 
 40   180   165 

山梨学院大学国際リベラルアーツ学部

国際リベラルアーツ学科 
 50   210   177 

山梨学院大学 

スポーツ科学部スポーツ科学科 
170   730   837 

山梨学院高等学校 山梨県甲府市酒折 

三丁目 3 番 1 号 

390 1,140 1,102 

山梨学院中学校 110   333   297 

山梨学院小学校 
山梨県甲府市酒折 

一丁目 11 番 1 号 
 70  408   448 

山梨学院幼稚園 
山梨県甲府市酒折 

二丁目 8 番 1 号 
 95   275   228 
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1.3. 学校法人・短期大学の組織図 

 組織図 

 2022 年 5 月 1 日現在 

＜学校法人の組織図＞ 
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＜短期大学の組織図＞ 
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1.4. 立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ  

1.4.1. 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

 

山梨県の人口（過去 10 年の推移） 

年 人口（人） 

2013 年 845,956 

2014 年 840,139 

2015 年 834,930 

2016 年 829,884 

2017 年 823,580 

2018 年 818,391 

2019 年 812,056 

2020 年 809,974 

2021 年 805,338 

2022 年 801,620 

 ＊出典：山梨県常住人口調査（各年ともに 10 月 1 日付） 

 

甲府市の人口（過去 10 年の推移） 

年 人口（人） 

2013 年 195,658 

2014 年 194,800 

2015 年 193,146 

2016 年 192,779 

2017 年 190,163 

2018 年 190,118 

2019 年 189,333 

2020 年 187,703 

2021 年 188,774 

2022 年 188,683 

＊出典：山梨県常住人口調査（各年ともに 1 月 1 日付） 
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1.4.2. 学生の入学動向（学生の出身地別人数及び割合） 

＜短期大学本科（食物栄養科・保育科）＞ 

地 域 

2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

人数 

（人） 

割合 

（％） 

山 梨 県 179 94.2 192 87.7 228 90.5 215 91.1 225 91.8 

長 野 県 9 4.8 18 8.2 19 7.5 16 6.8 15 6.1 

静 岡 県 1 0.5 2 0.9 2 0.8 2 0.8 0 0.0 

新 潟 県 0 0.0 0 0.0 1 0.4 1 0.4 1 0.4 

東 京 都 0 0.0 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

そ の 他 1 0.5 5 2.3 2 0.8 2 0.8 4 1.6 

計 190 100.0 219 100.0 252 100.0 236 100.0 245 100.0 

＊各年度ともに５月 1 日付 

 

1.4.3. 地域社会のニーズ 

 本学の位置する山梨県甲府市は、県のほぼ中央部にあり、県庁所在地として地方行政、地域経済

等の核となっている地方都市である。甲府市は、2019 年 4 月 1 日付で中核市へ移行している。 

食物栄養科（定員 100 名）、保育科（定員 150 名）からなる本学は、栄養士、製菓衛生師、

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭などの専門職養成を通じて、積極的に地域に貢献している。県内

最大の栄養士および保育者養成校である本学は、その約 95％が山梨県出身である。専門職に就く卒

業生の割合について、2022 年度では、食物栄養科 61％、保育科 92％となっており、山梨県内外の

食と健康、教育と福祉を支える人材を輩出する養成校として、地域のニーズに応えている。 

また、本学では、山梨県からの協力要請を受けて、全学生が食育推進ボランティア活動に参加（平

成 19 年度文部科学省「現代 GP」採択事業）しており、山梨県策定の「やまなし食育推進計画」に

基づく食育の積極的な推進を図るための一翼も担っている。 

本学教員においては、県、企業、各種団体等と密接に連携し、専門知識や研究成果を地域に積極

的に還元している。 

 専門職に求められる知識、技術の高度化、地域ニーズの多様化等に対応するために、今後も更なる

改革、改善を実施していきたい。 

 

1.4.4. 地域社会の産業の状況 

 山梨県は、富士山や南アルプスなど日本を代表する山々に囲まれ、恵まれた自然環境と内陸性気候

を生かした特徴的な産業が発達してきた。甲府盆地周辺では葡萄や桃、サクランボなどの果樹栽培が

盛んに行われ、特にワインの醸造については、国内トップシェアを誇っており、近年ではヨーロッパや中国等

への輸出にも力を入れている。また、本県は鉱脈に恵まれ、古くから金や石英（水晶）の採掘地であっ

たことから、地場産業として研磨宝飾を中心とした宝石加工産業が発達している。観光面においては、

四方を山地に囲まれ水量・水質が良好であることや、都心からのアクセスも良くなったことから、近年第三
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次産業が大きく発展した。さらに、中部横断自防車道が開通したことにより、東海・近畿方面へのアクセ

スも向上し、物流の新たな拠点となりつつある。富士山、富士五湖、八ヶ岳山麓、南アルプスなどの自然

豊かな環境資源をベースに、毎年多くの観光客が訪れている。富士山が世界文化遺産に登録されたこ

とも、これを中心とした観光資源の再評価が期待される。また、甲府盆地周辺および富士山麓地域を

中心に工業団地が点在しており、半導体、光デバイス、工業用ロボットなどの精密機器の生産が行われ

ている。近年、地球温暖化対策として代替エネルギーの活用が叫ばれる中で、本県は、国内トップクラス

の豊富な日照時間を活用し、県内各地で大規模太陽光発電施設が建設（計画）されており、新エネ

ルギー、環境先進県として新たな展開を始めている。 

 

1.4.5. 短期大学所在の地区町村の全体図 
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1.5. 課題等に対する向上・充実の状況 

1.5.1. 前回（2020 年度）の評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘さ

れた事項への対応 

(a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

① 基準 I  

建学の精神と教育の効果［テーマ C 内部質保証］自己点検・評価報告書の基礎資料「課題等

に対する向上・充実の状況」について、文部科学省の「大学等設置に係る寄附行為（変更）認可

後の財政状況及び施設等整備状況調査」において指摘事項が付されていたが、指摘事項及び履行

状況にその記載がない。今後、より一層の自己点検・評価への組織的な取組みが望まれる。 

② 基準 II 

 教育課程と学生支援［テーマ A 教育課程］入学者受入れの方針は、2 学科共通のものになって

いるので、学科ごとに定めることが望まれる。 

③ 基準Ⅲ 

 教育資源と財的資源［テーマ D 財的資源］学校法人全体で過去 3 年間、経常収支が支出超

過となっているので、経営計画に沿って改善が望まれる。 

(b) 対策 

① 本自己点検・評価報告書 11 ページに改めて記載した。 

② 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の一つに「専門分野への関心を有している人」を掲げ、各科で

特徴および特色をもって学生を受け入れることを表明している。より具体的に定める必要があるか今後検討して

いく。 

③ 中期計画に基づいた計画的な教育投資の増加による支出超過である。今後も中期計画に則り投資を続けて

いく予定ではあるが、収支のバランスについては、常に確認を行う。 

(c) 成果 

① 2019 年度以降設置計画履行状況等調査の対象となっておらず、成果は特にない。 

② 2021 年度以降、入学試験委員会、将来構想・情報戦略委員会などで各科のアドミッション・ポリシーを定める

か議論していくこととなった。本学の入学者選抜の在り方の見直しにつながると思われる。 

③ 事業活動収支差額は計画通りであり、次年度繰り越し支払金も安定的に推移している。経常収支

は、支出超過ではあるが、改善に向けて対応がなされている。 

 

1.5.2. 上記以外で改善を図った事項 ※あれば  

(a) 改善を要する事項 

 特になし 

(b) 対策 

 特になし 

(c) 成果 

 特になし 
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1.5.3. 前回の評価結果における三つの意見の「早急に改善を要すると判断される事項」で指摘された

事項の改善後の状況  

(a) 指摘事項及び指摘された時点での対応（「早急に改善を要すると判断される事項」） 

基準 IV 

評価の過程で、理事及び評議員が寄附行為に定められた定数を満たしていないという問題が認められ

た。当該問題については、機関別評価結果の判定までに改善されたことを確認した。今後は、寄附行為

に従い適切な学校法人運営に取り組まれたい。 

(b) 改善後の状況等 

2019 年 10 月に理事・評議員のうち１名が辞任したため、一時的に理事及び評議員が定数を満たさ

ない状況があったが、2020 年３月に理事・評議員が選任され、定数を満たした。 

 

1.5.4. 前年度に文部科学省の設置計画履行状況等調査において付された改善意見等及びその履

行状況  

(a) 改善意見等 

特になし 

(b) 履行状況 

特になし 

 

1.6. 短期大学の情報の公表 

 2022 年 5 月 1 日現在 

1.6.1. 教育情報の公表 

No. 事  項 公 表 方 法 等 

1 大学の教育研究上の目的に関すること 学生便覧・ウェブサイト・ガイドブック 

2 卒業認定・学位授与の方針 学生便覧・ウェブサイト 

3 教育課程編成・実施の方針 学生便覧・ウェブサイト 

4 入学者受入れの方針 学生便覧・ウェブサイト 

5 教育研究上の基本組織に関すること 本学ウェブサイト 

6 
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学

位及び業績に関すること 
本学ウェブサイト 

7 

入学者の数、収容定員及び在学する学生の

数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数

及び就職者数その他進学及び就職等の状況に

関すること 

本学ウェブサイト 

8 
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の

授業の計画に関すること 
本学ウェブサイト（電子シラバス） 
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9 
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認

定に当たっての基準に関すること 
学生便覧・本学ウェブサイト 

10 
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の

教育研究環境に関すること 
学生便覧・本学ウェブサイト・ガイドブック 

11 
授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に

関すること 

入学試験要項・入学願書・学生便覧・本学ホ

ームページ 

12 
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の

健康等に係る支援に関すること 
学生便覧・本学ウェブサイト 

本学ウェブサイト：https://www.ygjc.ac.jp/ 

 

1.6.1.1. 学生に関すること  

◆ 入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率 

学科等の名称 事項 
2022
年度 

2021
年度 

2020
年度 

2019
年度 

2018 
年度 備考 

食物栄養科 

入学定員 100 100 100 100 100 

2018 年度より入学定
員を 100 名とする。 

入学者数  77  80  83  91  80 

入学定員 
充足率(％) 

 77  80  83  91  80 

収容定員 200 200 200 200 210 

在籍者数 155 160 172 170 161 

収容定員 
充足率(％) 

 78  80  86  85  77 

保 育 科 

入学定員 150 150 150 150 150 

 

入学者数 113 139 169 145 165 

入学定員 
充足率(％) 

 75  93 113  97 110 

収容定員 300 300 300 300 300 

在籍者数 251 308 314 307 321 

収容定員 
充足率(％) 

84 103 105 102 107 

専 攻 科 
保 育 専 攻  

入学定員  25  25  25  25  25 

2018 年度より入学定
員を 25 名とする。 

入学者数  29  24  17  20  21 

入学定員 
充足率(％) 

 116  96  68  80  84 

収容定員  50  50  50  50  40 

在籍者数  53  39  37  41  40 

収容定員 
充足率(％) 

 106  78  74  82 100 
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全体 

入学定員 275 275 275 275 275 

 

入学者数 219 243 269 256 266 

入学定員 
充足率(％) 

 80  88  98  93  97 

収容定員 550 550 550 550 550 

在籍者数 459 507 523 518 522 

収容定員 
充足率(％) 

 83  92  95  94  95 

 

◆ 卒業者数 
区分 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018年度 

食物栄養科（人）  77  79  89  78  80 

保 育 科（人） 135 167 144 160 155 

専攻科保育専攻（人）  24  14  20  21  19 

合計 236 260 253 259 254 

 

◆ 退学者数 
区分 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018年度 

食物栄養科（人） 2 3 3 3 3 
保 育 科（人） 1 3 1 2 4 

専攻科保育専攻（人） 0 1 2 0 0 

合計 3 7 6 5 7 

 

◆ 休学者数 
区分 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018年度 

食物栄養科（人） 0 0 0 0 1 
保 育 科（人） 2 2 0 2 0 

専攻科保育専攻（人） 0 0 0 0 0 

合計 2 2 0 2 1 

 

◆ 就職者数 
区分 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019年度 2018年度 

食物栄養科（人） 75  71  75  76  73 
保 育 科（人） 102 130 117 139 134 

専攻科保育専攻（人） 22  14  19  18  18 

合計 199 215 211 233 225 

 

◆ 進学者数 
区分 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019年度 2018年度 

食物栄養科（人） 1  5  9  1  5 
保 育 科（人） 30 31 27 20 20 

専攻科保育専攻（人） 2  0  1  3  1 

合計 33 36 38 24 26 
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◆ 就職状況（2022 年度卒業生） 

【食物栄養科 栄養士コース】 

 

 

 

 

 

57 (4) ―
1.就職希望者 56 (4) 98%

就職決定者 55 (4) 98%
未決定者 1 (0) 2%

2.就職希望者以外 1 (0) 2%
大学学部進学 0 (0) 0%
専門学校入学 1 (0) 100%
その他 0 (0) 0%

49 (2) 89% 6 (0) 11%
31 (2) 61% 2 (0) 4% 33 (2) 60%

委託給食栄養士 15 (1) 48% 2 (0) 100% 17 (1) 52%
幼保栄養士 12 (0) 39% 0 (0) 0% 12 (0) 36%
福祉施設栄養士 1 (0) 3% 0 (0) 0% 1 (0) 3%
病院栄養士 2 (0) 6% 0 (0) 0% 2 (0) 6%
宿泊飲食サービス 1 (1) 3% 0 (0) 0% 1 (1) 3%

18 (2) 35% 4 (0) 8% 22 (2) 40%
営業・販売職 3 (0) 17% 0 (0) 0% 3 (0) 14%
事務職 7 (0) 39% 1 (0) 25% 8 (0) 36%
サービス職 6 (2) 33% 2 (0) 50% 8 (2) 36%
製造職 2 (0) 11% 1 (0) 25% 3 (0) 14%

31 (2) 　 2 (0) 　
委託給食栄養士 15 (1) 48% 2 （0） 100%
幼保栄養士 12 （0） 39% 0 （0） 0%
福祉施設栄養士 1 （0） 3% 0 （0） 0%
病院栄養士 2 （0） 6% 0 （0） 0%
宿泊飲食サービス 1 （1） 3% 0 （0） 0%

（専門職） 25 (2) 45% 8 (0) 15%
委託給食栄養士 12 (1) 48% 5 (0) 63%
幼保栄養士 10 (0) 40% 2 (0) 25%
福祉施設栄養士 0 (0) 0% 1 (0) 13%
病院栄養士 2 (0) 8% 0 (0) 0%
宿泊飲食サービス 1 (1) 4% 0 (0) 0%

（一般職） 19 (2) 35% 3 (0) 5%
営業・販売職 3 (0) 16% 0 (0) 0%
事務職 7 (0) 37% 1 (0) 33%
サービス職 7 (2) 37% 1 (0) 33%
製造職 2 (0) 11% 1 (0) 33%

全体 55

全数（男性）／比率

卒業生（1＋2）

就職決定者における職種・雇用形態　内訳（全体55人）

全数（男性）／比率

正規 非正規 合計

（専門職）

（一般職）

専門職の公立・私立および雇用形態　内訳（全体33人）

公立全数（男性）／比率 私立全数（男性）／比率

正規 非正規 正規 非正規
100%

（専門職）

就職決定者における就業先の県内・外　内訳（全体55人）

全数（男性）／比率

県内 県外
全体 80% 20%

全体 0%
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【食物栄養科 パティシエコース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (1) ―
1.就職希望者 20 (1) 100%

就職決定者 20 (1) 100%
未決定者 0 (0) 0%

2.就職希望者以外 0 (0) 0%
大学学部進学 0 (0) 0%
専門学校入学 0 (0) 0%
その他 0 (0) 0%

20 (1) 100% 0 (0) 0%
13 (1) 65% 0 (0) 0% 13 (1) 65%

宿泊飲食サービス 4 (0) 31% 0 (0) 0% 4 (0) 31%
食品製造 9 (1) 69% 0 (0) 0% 9 (1) 69%

7 (0) 35% 0 (0) 0% 7 (0) 35%
営業・販売職 2 (0) 29% 0 (0) 0% 2 (0) 29%
事務職 2 (0) 29% 0 (0) 0% 2 (0) 29%
サービス職 2 (0) 29% 0 (0) 0% 2 (0) 29%
製造職 1 (0) 14% 0 (0) 0% 1 (0) 14%

13 （1）  0 (0)  
宿泊飲食サービス 4 （0） 31% 0 (0) 0%
食品製造 9 （1） 69% 0 (0) 0%

（専門職） 8 (0) 40% 5 (1) 25%
宿泊飲食サービス 2 (0) 25% 2 （0） 40%
食品製造 6 (0) 75% 3 (1) 60%

（一般職） 5 (0) 25% 2 (0) 10%
営業・販売職 1 (0) 20% 1 （0） 50%
事務職 2 (0) 40% 0 （0） 0%
サービス職 1 (0) 20% 1 （0） 50%
製造職 1 (0) 20% 0 （0） 0%

全体 70% 30%

全体 0% 100%
（専門職）

就職決定者における就業先の県内・外　内訳（全体20人）

全数（男性）／比率

県内 県外

（専門職）

（一般職）

専門職の公立・私立および雇用形態　内訳（全体13人）

公立全数（男性）／比率 私立全数（男性）／比率

正規 非正規 正規 非正規

全体 20

全数（男性）／比率

卒業生（1＋2）

就職決定者における職種・雇用形態　内訳（全体20人）

全数（男性）／比率

正規 非正規 合計
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【保育科】 

 

 

 

 

 

135 （8） ―
1.就職希望者 104 （4） 77%

就職決定者 102 （4） 98%
未決定者 2 (0) 2%

2.就職希望者以外 31 （4） 23%
専攻科進学 28 （4） 90%
大学学部編入 0 (0) 0%
専門学校入学 2 (0) 6%
その他 1 (0) 3%

94 （4） 92% 8 (0) 7%
90 （4） 88% 4 (0) 4% 94 (4) 92%

認定こども園（幼保連携型） 31 (1) 34% 0 (0) 0% 31 (1) 33%
認定こども園（幼稚園型） 5 (0) 6% 0 (0) 0% 5 (0) 5%
認定こども園（保育所型） 2 (0) 2% 0 (0) 0% 2 (0) 2%
保育所 33 (1) 37% 3 (0) 75% 36 （1） 38%
障がい児・者 福祉施設 10 (2) 11% 1 (0) 25% 11 (2) 12%
児童養護施設 8 (0) 9% 0 (0) 0% 8 (0) 9%
乳児院 1 (0) 1% 0 (0) 0% 1 (0) 1%

4 (0) 4% 4 (0) 4% 8 (0) 8%
営業・販売職 2 (0) 50% 0 (0) 0% 2 (0) 25%
事務職 1 (0) 25% 0 (0) 0% 1 (0) 13%
サービス職 0 (0) 0% 4 (0) 100% 4 (0) 50%
公務 1 (0) 25% 0 (0) 0% 1 (0) 13%

3 (0) 3 (0) 87 (4) 1 (0)
認定こども園（幼保連携型） 31 (1) 36% 0 (0) 0%
認定こども園（幼稚園型） 5 (0) 6% 0 (0) 0%
認定こども園（保育所型） 2 (0) 2% 0 (0) 0%
保育所 3 (0) 100% 3 (0) 100% 30 (1) 34% 0 (0) 0%
障がい児・者 福祉施設 10 (2) 11% 1 (0) 100%
児童養護施設 8 (0) 9% 0 (0) 0%

乳児院 1 (0) 1% 0 (0) 0%

83 （3） 81% 11 (1) 11%
認定こども園（幼保連携型） 30 (1) 36% 1 (0) 9%
認定こども園（幼稚園型） 5 (0) 6% 0 (0) 0%
認定こども園（保育所型） 2 (0) 2% 0 (0) 0%
保育所 27 (0) 33% 9 (1) 82%
障がい児・者 福祉施設 11 (2) 13% 0 (0) 0%
児童養護施設 7 (0) 8% 1 (0) 9%
乳児院 1 (0) 1% 0 (0) 0%

5 (0) 5% 3 (0) 3%
営業・販売職 2 (0) 40% 0 (0) 0%
事務職 0 (0) 0% 1 (0) 33%
サービス職 3 (0) 60% 1 (0) 33%
公務 0 (0) 0% 1 (0) 33%

全体 102

全数（男性）／比率

卒業生（1＋2）

就職決定者における職種・雇用形態　内訳（全体102人）

全数（男性）／比率

正規 非正規 合計

（専門職）

（一般職）

専門職の公立・私立および雇用形態区分（全体94人）

公立全数（男性）／比率 私立全数（男性）／比率

正規 非正規 正規 非正規

（専門職）

（一般職）

85%
（専門職）

就職決定者における就業先の県内・外　内訳（全体102人）

全体 85% 14%

全数（男性）／比率

県内 県外

全体 15%
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【専攻科保育専攻】 

 

 

 

  

24 (0) ―
1.就職希望者 22 (0) 92%

就職決定者 22 (0) 100%
未決定者 0 (0) 0%

2.就職希望者以外 2 (0) 8%
他大学専攻科進学 2 (0) 0%

21 (0) 95% 1 (0) 5%
19 (0) 86% 1 (0) 5% 20 (0) 91%

小学校 7 (0) 37% 1 (0) 100% 8 (0) 40%
認定こども園（幼保連携型） 3 (0) 16% 0 (0) 0% 3 (0) 15%
認定こども園（幼稚園型） 1 (0) 5% 0 (0) 0% 1 (0) 5%
幼稚園 1 (0) 5% 0 (0) 0% 1 (0) 5%
保育所 7 (0) 37% 0 (0) 0% 7 (0) 35%

2 (0) 9% 0 (0) 0% 2 (0) 9%
事務職 2 (0) 100% 0 (0) 0% 2 (0) 100%

7 (0)  1 (0)  12 （0）  0 (0)  
小学校 7 (0) 100% 1 (0) 100% 0 （0） 0% 0 (0) 0%
認定こども園（幼保連携型）       3 （0） 25% 0 (0) 0%
認定こども園（幼稚園型）       1 （0） 8% 0 (0) 0%
幼稚園       1 （0） 8% 0 (0) 0%
保育所       7 （0） 58% 0 (0) 0%

11 (0) 50% 9 (0) 41%
小学校 4 (0) 36% 4 (0) 0%
認定こども園（幼保連携型） 3 (0) 27% 0 (0) 0%
認定こども園（幼稚園型） 1 (0) 9% 0 (0) 0%
幼稚園 1 (0) 0% 0 (0) 0%
保育所 2 (0) 18% 5 (0) 56%

1 (0) 5% 1 (0) 5%
事務職 1 (0) 100% 1 (0) 100%

全体 22

全数（男性）／比率

卒業生（1＋2）

就職決定者における職種・雇用形態　内訳（全体22人）

全数（男性）／比率

正規 非正規 合計

（専門職）

（一般職）

専門職の公立・私立および雇用形態区分（全体20人）

公立全数（男性）／比率 私立全数（男性）／比率

正規 非正規 正規 非正規

（専門職）

（一般職）

60%
（専門職）

就職決定者における就業先の県内・外　内訳（全体22人）

全体 55% 45%

全数（男性）／比率

県内 県外

全体 40%
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1.6.1.2. 教職員に関すること 

◆ 教員組織の概要 

学科等名 

専任教員数 
設置基
準で定
める教
員数 
〔イ〕 

短期大学全
体の入学定員
に応じて定める
専任教員数 

〔ロ〕 

設置基
準で定
める教
授数 

助 
手 

非 
常 
勤 
教 
員 

備 
考 

教 
授 

准 
教 
授 

講 
師 

助 
教 

計 

食物栄養科  5  1  5  0 11  5  2 4 17 家政関係 

保育科  8  2  9  0 19 10  3 0 24 
教育学・ 
保育関係 

（小計） 13  3 14  0 30 15  5 4 41  

[その他の組織等]  0  1  0  0  1 －   － － 
一般教育 
科目等 

短期大学全体の 
入学定員に応じて 
定める専任教員数 

〔ロ〕 

      4 2    

（合計） 13  4 14  0 31 19 7 4 41 
 
 

 

◆ 教員以外の職員の概要 
区分 専任 兼任 計 

事務職員 9 1 10 
技術職員 0 0  0 

図書館・学習資源センター等の専門事務職員 大学と合同 大学と合同  
その他の職員 大学と合同 大学と合同  

計 9 1 10 

 

◆ 専任教員数、非常勤教員数、専任事務職員数、非常勤事務職員数 
短期大学教員 短期大学職員 

専任教員 非常勤教員 専任職員 非常勤職員 
31 41 9 1 

 

1.6.1.3. 施設・設備に関すること 

◆ 校地等 

［注］短期大学設置基準上必要な面積 

※1 校地の基準面積：短期大学設置基準第 30 条：学生定員上の学生一人当たり 10 ㎡として算定した面積 

食 1 年[100 人]＋食 2 年[100 人]＋保 1 年[150 人]＋保 2 年[150 人]＝計 500 

   10 ㎡×500 人＝5,000 ㎡ 

※2 校地等小計（㎡）÷学部及び短期大学収容学生数（3,960 人） 236,896.18 ㎡÷3,960 人≒59.8 ㎡ 

 

 

 

校
地
等
（
㎡
） 

区分 専用 共用 
共用する 
他の学校 
等の専用 

計 
基準面積 

[注] 

在学生 
一人当たり 

の面積 

備考 
(共有の状況等) 

校舎敷地 0  79,970.45 0  79,970.45 

5,000 

※1 

59.8 

※2 

山梨学院大学 

との共用 

運動場用地 0 156,925.73 0 156,925.73 

小計 0 236,896.18 0 236,896.18 

その他 0  72,914.94 0  72,914.94 

合計 0 309,811.12 0 309,811.12 
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◆ 校舎 

区分 
専用 

（㎡） 
共用 

（㎡） 

共用する他の 
学校等の専用 

（㎡） 
計（㎡） 

基準面積 
（㎡）
[注] 

備考 
（共有の状況等） 

校舎
（㎡） 

10,867.24 ㎡ 9,838.25 ㎡ 28,635.60 ㎡ 49,341.09 ㎡ 4,400 ㎡ 
山梨学院大学 

との共用 

[注]短期大学基準面積 4,400 ㎡＋大学基準面積 21,815 ㎡＝26,215 ㎡ 

 

◆ 教室等 
講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

7 12 9 2 0 

 

◆ 専任教員研究室 
専任教員研究室 

33 

 

◆ 図書・設備 

学科・専攻課程 

図書 
〔うち外国書〕 

学術雑誌 
〔うち外国書〕（種） 

視聴覚 
資料 

（点） 

機械・器具 
（点） 

標本 
（点） 

（冊）  
電子ジャーナル
〔うち外国書〕 

食物栄養科 
13,791 
(176) 

11 (0) 
 

８ (6) 
※１ 

 

12,015 (508) 

※２ 

896 38 保 育 科 
15,428 
(241) 

8 (0) 

専攻科保育専攻 0 (0) 0 (0) 

※１ 山梨学院大学との共用 

    JＤreamⅢ、EBSCOhost、ＣiNii 等により、電子ジャーナルを閲覧できる環境が整っている。 

※２ 山梨学院大学との共用。視聴覚資料については、情報プラザ（Seeds）所蔵のものを含む。 

 

◆ 図書館・体育館 

図書館 
面積（㎡） 閲覧席数（人） 収納可能冊数（冊） 

3,984.22 ㎡ 494 約 31 万冊 

体育館 
面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

4,264.00 ㎡ なし 
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1.6.2. 地域貢献活動  

2022 年度地域貢献研究センター事業 

 

◆ 包括的連携協定に基づく連携事業 

連携協定先 事業名 実施日 

山梨県 食育ボランティア推進 4 月～3 月 

山梨県農政部、㈱丸政 淡水魚・ヤーコン・葡萄の葉コンテスト 12 月 14 日 

甲府市 
公開講座第 1 回「防災情報を的確に捉えあな

たとあなたの大切な人の命を守る」 
5 月 31 日 

甲府市 
公開講座第 2 回「地震からあなたとあなたの

大切な人の命を守る」 
6 月 21 日 

甲府市 

公開講座第 3 回「あなたとあなたの大切な人

の命を守る防災訓練、自主防災組織と避難所

の運営について」 

7 月 19 日 

山梨中央銀行 ドリームケーキプロジェクト 12 月 10 日 

（公財）キープ協会 リーダーズ研修会 3 月 1 日 

山梨県社会福祉協議会 地域ボランティア推進 4 月～3 月 

全国健康保険協会山梨支部 レシピ提供 8 月～3 月 

㈱いつみ家 レシピ開発試食会 12 月 22 日 

山梨県立農林高校食品科学科 県産野菜を用いた実習 8 月 17 日 

山梨県立農林高校食品科学科 出前講義・進学相談会 2 月 8 日 

山梨県立笛吹高校 研究発表会参加 12 月 22 日 

山梨県立笛吹高校 収穫祭参加 12 月 22 日 

山梨県立笛吹高校 進路ガイダンス・説明会 3 月 16 日 

 

◆ 地域連携研究センター主催事業 

事業名 実施日 

社会的養護研究会 

4 月 28 日、6 月 1

日・22 日、8 月 17

日・25 日、12 月 2

日、1 月 17 日 

自立に向けた食育教室 7 月 30 日 

免許法認定講習 8 月 8 日～19 日 

管理栄養士国家試験対策講座 10 月～3 月 

社会的養護フォーラム 3 月 18 日 

履修証明プログラム（前期）「和菓子入門 I（基礎）」 4 月～8 月 

履修証明プログラム（前期）「パン入門Ⅱ（応用）」 4 月～8 月 

履修証明プログラム（後期）「パン入門Ⅰ（基礎）」 9 月～2 月 
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公開講座第 1 回「防災情報を的確に捉えあなたとあなたの大切な人の命を守

る」 
5 月 31 日 

公開講座第 2 回「地震からあなたとあなたの大切な人の命を守る」 6 月 21 日 

公開講座第 3 回「あなたとあなたの大切な人の命を守る防災訓練、自主防災組

織と避難所の運営について」 
7 月 19 日 

公開講座第 4 回「サイエンス講座－卵の表示、品質評価とメレンゲの不思議－」 8 月 20 日 

公開講座第 5 回「医療的ケア児について」 8 月 30 日 

公開講座第 6 回「子どもの創造性を引き出す即興ワークショップ－音で対話し

よう－」 
9 月 2 日 

公開講座第 7 回「不登校について考える－子どもの SOSをどのように支援で

きるのか－」 
9 月 29 日 

公開講座第 8 回「フレイル予防のための食生活と運動－やせ過ぎていません

か？フレイルチェックで自分を知ろう－」 
10 月 13 日 

公開講座第 9 回「フレイル予防クッキング－美味しく食べて『健康長寿』を目

指そう－」 
11 月 5 日 

公開講座第 10 回「英語の歌を楽しむ－キラキラ星を英語で歌おう－」 12 月 10 日 

公開講座第 11 回「子どもとする哲学（p4c）とは何か？－共に考え、主体化

するための教育理論とその実践－」 
2 月 17 日 

公開講座第 12 回「造形は未来を作る－表現活動の意味・役割について－」 3 月 4 日 

公開講座第 13 回「食品成分の機能性を解析する方法と動物実験での新たな取

り組み」 
3 月 16 日 

 

◆ 地域連携研究センター共催事業 

事業名 実施日 主催 

第 67 回全国里親大会山梨大会 10 月 8 日・9 日 山梨県里親会 

腎臓病調理講習会 12 月 4 日 NPO 法人でんぷんルルパ 

 

◆ 地域連携研究センター協力事業 

事業名 実施日 主催 

給食委託会社・企業説明会 5 月 16 日・23 日 給食委託会社 6 社 

保育フェア 6 月 3 日・8 月 5 日 山山山こどもプロジェクト 

令和 4 年度山梨県栄養士会生涯教育研修会 
7 月 23 日・8月 27 日・ 

10 月 1 日・12 月 17 日 
（公社）山梨県栄養士会 

ヤングケアラー支援者ワークショップ 8 月 19 日 山梨県 

山梨糖尿病ミニキャンプ 9 月 4 日 やまびこの会 

EnContact～就職説明会 
9 月 30 日、10 月 7 日・

14 日 
山山山こどもプロジェクト 

天空かぼちゃ祭り 10 月 29 日 NPO 法人甲州元気村 
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山梨県臨床心理士会子育て研修会 2022 11 月 13 日 山梨県臨床心理士会 

山梨県ヤングケアラーフォーラム 2 月 21 日 山梨県 

令和 4 年度山梨県栄養士会研究教育事業部

総会・研修会 
2 月 24 日 （公社）山梨県栄養士会 

令和 4 年度第 7 回山梨県栄養学術研究会 2 月 25 日 （公社）山梨県栄養士会 

山梨・人ねっこアート展 2 月 26 日 山梨人ねっこアートワーク 

 

◆ その他 

事業名 実施日 主催 

山梨ケーキショー 6 月 25 日・26 日 山梨県洋菓子協会 

 

地域連携研究センターは、公開講座、正課授業の開放、地方公共団体・企業等との協定に基づく

事業、地方公共団体及び各団体からの要請に基づく各種講座等への教員の派遣、学生と教職員によ

るボランティア活動等の実施を活動の柱にしてきた。本年度は、新たに全国健康保険協会（協会けん

ぽ）山梨支部との包括的連携協定の締結を行い、きめ細かい地域貢献を推進する目的で、県下の食

品に関する企業である㈱いつみ屋、㈱丸政、NPO 法人 甲州元気村、NPO 法人 でんぷんルルパと期

間付契約の特定事業協定を結んだ。また、教員免許法認定講習、教員免許状更新講習、管理栄養

士国家試験対策講座（オンライン）、履修証明プログラム、各種団体の要請に応じた各種講座への

講師派遣を実施することができた。さらに、本学主催による公開講座については、対面方式とオンライン

方式を併用しながら 13 回実施した。また、3 年ぶりの樹徳祭の開催に合わせて、卒業者、修了者の学

び直しの場としてのホームカミングデイを実施した。また、学生と教職員によるボランティア活動は、コロナ禍

以前と同レベルで、ボランティアボードや教員の仲介等により学外でのボランティア活動を実施できた。全

学生を対象としては、学内でフードドライブを実施しフードバンク山梨の活動への支援や文房具ドライブと

クリスマスカードの制作を行い児童養護施設に届ける活動を昨年度に引き続き実施した。 

 

 

1.6.3. 学校法人の財務情報の公開 

事  項 公 開 方 法 等 

寄附行為、監査報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業

報告書、役員名簿、役員への報酬基準（役員報酬規程） 
本法人ウェブサイト 

本法人ウェブサイト：https://www.c2c.ac.jp/ 
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1.7. 公的資金の適正管理の状況 

本学における公的資金（公的研究費：文部科学省等の公的資金配分機関が研究機関に配分す

る競争的研究費等）の適正な管理や研究活動における不正行為の防止については、文部科学省「研

究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（2007 年 2 月 15 日文部

科学大臣決定、2021 年２月１日改正）」および「研究活動における不正行為への対応等に関する

ガイドライン」（2014 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）に基づき、2009 年 7 月 21 日で「山梨学

院短期大学における公的研究費の適正な運営・管理体制に関する規程」を制定し 2010 年 4 月 1

日から施行（最終改正施行：2021 年４月１日付）するとともに、2013 年 2 月 28 日付で「山梨

学院短期大学研究倫理規程」を制定し、2015 年 4 月 1 日から施行（最終改正施行：2021 年

４月１日付）した。加えて 2019 年 3 月 28 日付で「山梨学院短期大学学術研究倫理に関するガ

イドライン」並びに「山梨学院短期大学研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」を制定

し 2019 年 4 月 1 日から施行している。「山梨学院短期大学学術研究倫理に関するガイドライン」は

2019 年６月 27 日付で、「山梨学院短期大学研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規

程」は 2021 年４月１日付でそれぞれ改正し、施行している。 

「山梨学院短期大学における公的研究費の適正な運営・管理体制に関する規程」においては、最高

管理責任者を学長、統括管理責任者を教務部長、コンプライアンス推進責任者を各科長、相談窓口

を事務局として定めている。また、不正行為の通報窓口を法人本部総務部総務課とするとともに、不正

使用の疑義に対する調査のための調査委員会の配置や内部監査の手続等についても定めている。これ

らの規程は学内ネットワーク上に掲載しており、全教職員がいつでも閲覧でき、かつダウンロードが可能で

ある。 

研究倫理委員会は個別研究に係る研究倫理審査を行うほか、2021 年以降は毎年度５月下旬に、

研究倫理委員会の企画・立案による全専任教職員を対象とした「研究倫理・コンプライアンス研修会

（FD・SD 研修）」を FD 委員会の主催事業（研究倫理委員会と協働）として開催している。また、

「研究倫理・コンプライアンス研修会（FD・SD 研修）」の一環として、５月下旬に実施した研修会の受

講内容を踏まえたうえで専任教職員全員が日本学術振興会が提供する「研究倫理eラーニングコース」

（https://elcore.jsps.go.jp/top.aspx）を受講し、公的研究費はもとより学内個人研究費・共

同研究費をも含めた公的資金の適正管理に資するよう全学的な体制で取り組んでいる。また、これら研

修の最後には、研究倫理委員会にて設問を作成した「研究倫理・コンプライアンス研修の振り返りのため

の確認テスト」を行い、その結果を次年度の「研究倫理・コンプライアンス研修会（FD・SD 研修）」の内

容改善に活用するとの PDCA サイクルを確立している。 

本学における科学研究費助成事業等の公的研究費（競争的研究費）は、獲得数が未だ数少な

い現状ではあるがその重要性は全教職員が認識しており、「研究活動及び研修成果一覧」の作成等を

通じて、より意識を高め、公的資金を含めた多くの外部資金の獲得を目指している。 

以上のように、公的資金を獲得した場合の適正な運用の体制は整っているといえる。 
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2. 自己点検・評価の組織と活動 

2.1. 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

委員長 

 

遠藤 清香 

 

学長、保育科教授、将来構想・情報戦略委員会（IR）委員長、外部

資金獲得委員会委員長、予算委員会委員長、入学試験委員会委員

長、自立支援委員会委員長、SD 委員会委員長、事務局長 

副委員長 羽畑 祐吾 食物栄養科長・教授、ALO、組換え DNA 実験安全委員会委員長 

委員 中野 隆司 保育科長・教授、教職課程運営委員会委員長、紀要編集委員会委

員長 

委員 野中 弘敏 専攻科長・保育科教授、学生部長、学生総合支援委員会委員長 

委員 深澤 早苗 食物栄養科教授、教務部長、カリキュラム委員会委員長 

委員 中川 裕子 食物栄養科教授、FD 委員会委員長 

委員 伊藤 美輝 食物栄養科教授、就職・キャリア支援委員会委員長 

委員 萱嶋 泰成 食物栄養科教授、研究倫理委員会委員長 

委員 竹中麻美子 保育科専任准教授、国際交流委員会委員長 

委員 鈴木 耕太 食物栄養科専任講師、学外実習委員会委員長 

委員 鬼頭 伯明 事務局次長 

委員 

委員 

秋山 さゆり 

三井 裕美 

事務局主幹 

事務局副主幹 
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2.2. 自己点検・評価の組織図 

 

 

2.3. 組織が機能していることの記述  

1993 年度より「山梨学院短期大学自己点検・評価規程」を定め、2006 年度には、財団法人短

期大学基準協会（現在の「一般社団法人大学・短期大学基準協会」）の第三者評価（現在の呼

称は「認証評価」）を受審した。その後も、自己点検・評価委員会が中心となって、自己点検・評価を

実施している。2010 年度からは、「自己点検・評価報告書」を本学ウェブサイト上で公開している。 

自己点検・評価は以下のような流れで行われている。年度のはじめに、自己点検・評価委員会が、

大学・短期大学基準協会の認証評価基準や、本学独自の取組等を踏まえ、本学としての評価観点を

検討、設定する。評価観点は、学習成果に焦点をあてたものとなっている。年度末には、各科・各委員

会等で実施された自己点検・評価を、自己点検・評価委員会が集約し、本学の「自己点検・評価報

告書」として取りまとめる。この「自己点検・評価報告書」は全専任教員が出席する拡大教授会で審議

され、ここで承認を得た後、翌年度はじめにはウェブサイト上で公開される。学外助言評価委員会にも提

示され、得られた助言は、次年度の教育活動の改善に生かされることとなる。 

こうした自己点検・評価の成果は、以下のように活用されている。 

まず、全学的には、各種の自己点検・評価を踏まえて、拡大教授会で、次年度の重点推進事項を

策定している。各科、各委員会等においては、前年度の評価と課題を念頭に当該年度の事業の審議・

実施に取り組んでいる。各教員においては、年度末に実施した自己点検・評価を踏まえて、シラバスを改

訂し、次年度に臨んでいる。 
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2.4. 自己点検・評価報告書完成までの活動記録  

自己点検・評価の主な取組経過 

時期 内容 

5 月～2 月 各科、各委員会等において、年度計画に基づき活動を行う。 

日常的な自己点検・評価を並行して行う。 

学生参画の自己点検・評価を行う（学生から意見を聴取する）。 

各種調査（「学修時間調査・学修行動調査（入学時・在学時・卒業時）」「入学者

追跡調査」「新入生アンケート」「就職先アンケート」「卒業生アンケート」）を実施し、

結果を分析する。 

2 月～3 月 各科、各委員会等（法人本部各部署を含む）において、当該年度に実施された事

項について点検・評価し、改善策の検討、次年度の計画案作成を行う。 

3 月 各科、各委員会等（法人本部各部署を含む）での審議結果を自己点検・評価委

員会に報告する。  

学外助言評価委員会にて自己点検・評価について意見を聴取する。 

4 月 自己点検・評価委員会において「自己点検・評価報告書」（評価票）の取りまとめを

行う。 

5 月 拡大教授会で「自己点検・評価報告書」について承認を得たあと、改善案を審議し、

新計画を立案する。新年度の評価観点の共有を図る。 

「自己点検・評価報告書」を本学ウェブサイトにて公開する。 
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3. 建学の精神と教育の効果（基準Ⅰ） 

本学の建学の精神は「徳を樹つること、実践を貴ぶこと」である。この建学の精神、そして、建学の精神

に基づく教育目標を、今年度も、学生・教職員と定期的に確認しながら学外へも表明し、常に自らを振

り返りながら教育活動を行った。３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ

ン・ポリシー）については、学修成果の獲得状況を踏まえながら、常に見直しが行われてきた。 

今年度は、昨年度見直しを行ったディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーが導入された。ディプロマ・

ポリシー１～４を見直したことによって、一般基礎教育科目、社会人基礎力育成講座、基礎演習とデ

ィプロマ・ポリシーとの関連性がより明確となった。 

2020 年に受審した認証評価に当たり、本学は、基準Ⅰに関する今後の課題を以下のように述べた。 

本学では、建学の精神を確立し、本学の特色ある取組である「木犀の会」をはじめ、さまざまな方法を通

して、学内外に表明している。今後も学生への一層の浸透を図りたい。 

地域に根差す高等教育機関として地域・社会貢献を本学の使命と捉え、長年にわたって取り組んでき

た。想定外の危機も起こりうる今日、本学が有する専門性を生かしつつ、地域連携、地域貢献のさらなる

充実を図っていきたい。 

建学の精神に基づいた教育理念、教育理念に基づいた教育目標、教育目標に基づいたディプロマ・ポリ

シー（学習成果）、さらには、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーとアドミッション・ポリシーの一体的策

定、これら三つの方針を軸とした教育活動とその改善への取組は、本学の誇るところであり今後も引き続き

維持していきたい。 

本学では、文部科学省「大学教育再生加速プログラム（AP）テーマⅤ卒業時における質保証の取組

の強化」（補助期間：2016 年度～2019 年度） の採択を受けて、「学習成果を学内・学外の両輪で

評価する仕組み」の開発・整備に全学的に取り組んできた。補助期間終了後もこの仕組みを大切に維持

し、教育の質の保証に真摯に取り組んでいきたい。 

 これらの点について本年度も、専門職養成という本学の目標に向けて、教育の質保証に努めた。 
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4. 教育課程と学生支援（基準Ⅱ） 

4.1. 教育課程 

学位授与の方針については、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）を定め、このディブ

ロマ・ポリシーを達成するために、科・コースごとにカリキュラム・ポリシー（教育課程編成の考え）を策定し、

構造的に教育課程を編成している。 

年間に履修できる単位の上限を定め（ただし、資格および免許の取得を希望する者、再履修者を除

く）、学生の成績状況にあわせて柔軟に対応し、成績優秀者（全成績が A 以上）にはこの緩和を行

っている。成績評価については、試験規程を定め、厳格に実施している。 

各授業科目のシラバスは電子化、明示化を行っている。また、2 月に全教員でシラバスチェックを行っている。

各科の教育課程への教員配置については、短期大学設置基準および各種省令に従い、教員の資

格・業績を基に適正に行っている。 

本学は幅広い視野と見識、豊かな感性、知的好奇心や探究心を涵養し、深い知性を備えた専門

職者を養成すべく、教養教育には、「人文・社会科学系分野」、「芸術・健康科学系分野」、「情報・

自然科学系分野」と明示するとともに、新たに 5 科目を新設して教育の充実を図った。また、「数理・デ

ータサイエンス・AI 教育プログラム認定制度」の導入を目指し、授業科目、授業内容、授業構成等を

検討した。2023 年 4 月に全 1 年生を対象に導入する体制を整えた。1 年間の実績を経て、2024

年にプログラム認定の申請を行う予定としている。 

入学者受入れの方針については、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに基づいて、アドミッシ

ョン・ポリシー（本学が求める入学生像）を定めるとともに、アドミッション・ポリシー、学力の 3 要素、入

試選抜方法の対応関係を明らかにしている。また、3 つのポリシーと履修系統図の関連がわかるカリキュ

ラムマップを作成している。 

学修成果は、GPA による「ディプロマ・ポリシー」の達成状況で評価している。学科ごとに GPA を用い

て本学独自に数値化し、自己点検・評価につなげている。また、GPA は卒業判定の基準（原則として

GPA1.00 以上）としても用いている。学修成果は、上記のほか、資格・免許の取得率、合格率、専門

的知識および専門的実践力外部試験、学修時間・学修行動調査、授業評価アンケート等を用いて評

価している。なお、本年度は GPA 細則の見直しを行い、GPA の用途を明確にした。 

学生の卒業後評価については、3 年サイクルで学科・コース毎に行っており、本年度は保育科卒業

生を対象に卒業生アンケートと就職先アンケートを実施している。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら、本年度は 1 年間を通して対面授業を行っ

た。前期は履修者数を教室座席数の50％、全科目座席指定、昼食場所指定、検温、マスク着用、

授業後の学生及び教員によるアルコール消毒、学外実習前の課外活動自粛等、さまざまな感染防止

対策を講じた。後期は昼食場所の指定解除、履修者数を教室席数の 70％とし、前期と同様感染

防止対策を講じて教育活動を行った。 

前回の認証評価受審時の自己点検・評価報告書で、本学は、基準Ⅱに関する今後の課題を以下

のように述べた。 
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本学では、３つのポリシーおよび学習成果を明確に示し、その点検を定期的に行うとともに、それらに基

づいて教育活動を展開している。また、教養教育・職業教育の充実に努めている。今後も継続してこれら

に取り組んでいきたい。 

 

これらの点について昨年同様に、本年度も３つのポリシーに基づき教育活動が展開でき、教養教育

や職業教育の充実に努めた。今後も継続して取り組んでいきたい。学修成果の獲得に向けては、教育

資源である WebClass を活用しながら学習支援を円滑に行っていきたい。2023 年度の新たな取り組

みとして、自律的に学ぶ力を育成するために、ノートパソコン等を持参して学ぶ BYOD（Bring Your 

Own Device）に取り組んでいく。 

 

4.2. 学生支援 

本学では、入学後すぐのガイダンスやオリエンテーション、その後のゼミ（「基礎演習」「卒業演習」）、

科内会議等を通して、学生支援に関わる様々な取組みを行っている。教員・職員が連携しながら就

職支援や学生生活に関する支援についても取り組んでいる。 

入学者に対して、本学では、新入生が学習や学生生活についての情報を得られるよう、ガイダンスが

入学式後３日間にわたり入念に行われる。加えて、1 年生前期の「基礎演習」でも、学生が学習や生

活環境を構築していけるように、また専門的学習への関心や意欲を高めていけるように、さまざまな取

組みを行っている。卒業要件授業科目「社会人基礎力育成講座」でも、「新入生オリエンテーションセ

ミナー」、「フレッシュマンセミナー」を設定し、学生生活のためのオリエンテーションの機会を設けている。

「新入生オリエンテーションセミナー」は従来１泊 2 日の宿泊を伴うものだったが、本年度も新型コロナウ

イルス感染症の拡大を防止するため、４月上旬にゼミ学生・教員間の交流を促すワークや学内諸施

設を巡る半日の「オリエンテーションセミナー」を学科ごと実施した。さらに、本学２年生を中心とする SA

（Student Assistant）が、在学生の立場から、「基礎演習」等の機会に学生生活への適応につい

ての相談に応じる支援を行っている。 

学生に対しての履修および卒業にいたる指導については、まず年度初頭に科ごと履修ガイダンスを実

施している。また学期初頭には、ゼミ担当教員が前学期までの単位修得状況とともに GPA や学修時

間の推移を把握し、履修状況や学修生活について個別に学生と振り返る指導も行っている。月例の

科内会議では、「学生の動向と支援」が定例の議題に挙げられ、授業への出席状況等から支援を要

する学生の状況把握や支援の経過、今後の支援についての検討がなされている。 

学生生活の支援について、まず心身の健康に関わる支援では、大学と併設の保健管理室や学生

相談室と本学教職員が、プライバシーの保護に配慮しつつ連携し、学生のニーズと抱える困難の特性

に応じた支援を行っている。2022 年度は、改正障害者差別解消法の公布に伴い、合理的配慮提供

のフローを明確化した。また安全・安心な学生生活へ向けて、年１回の全学的な避難訓練および安

否確認訓練を実施している。経済的支援については、本学事務局が窓口となり、高等教育の修学支

援新制度をはじめとする各種奨学制度の情報提供や申請に係る手続きを行うとともに、学生等からの

個別相談に応じている。課外活動については、本学学友会が中心となって、新入生歓迎イベントや樹

徳祭（学園祭）等における学生の自発的なクラブ・サークル活動の振興に取り組んでいる。 
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前回認証評価受審時の自己点検・評価報告書で、本学は、基準Ⅱの学生支援に関する今後の

課題を以下のように述べた。 

本学では、学修成果の獲得に向けて、教育資源を有効に活用し、組織的な学習支援・生活支援・進

路支援を行っており、今後も一層の充実を図っていきたい。特に、今後は社会の変化に伴い、学生ニーズも

多様化することが予想される。一人一人の学生ニーズに対し丁寧に対応できる体制をより充実させていきた

い。留学を希望する学生への支援についても、状況に合わせて、国際交流委員会を中心に、国際交流セ

ンターとも連携を図り検討していきたい。 

これらの点について本年度も、コロナ禍にあっても学生が本学での学びを継続できるよう、様々な経

済的支援、心身の健康に関する支援を行った。特に今年度は、課外活動の運営指導や学生の表彰

制度（スチューデンツ・オブ・ザ・イヤー賞等）、奨学制度（学生チャレンジ制度）等に関わる学内規

程が整えられ、３年ぶりに対面にて開催された学園祭（樹徳祭）では、学友会執行部が中心となっ

て系列大学と連携し、本学からも多くのクラブ・サークル、ゼミが積極的に参加していた。留学を希望す

る本学学生、また本学への留学を希望する学生は、新型コロナウイルスの影響もあり今年度もみられな

かったが、国際交流委員会を中心に支援の準備がなされている。今後も、一人一人の学生ニーズに対

して教員が丁寧に対応する体制を充実させていきたい。 
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5. 教育資源と人的資源（基準Ⅲ） 

5.1. 人的資源  

短期大学及び学科・専攻科の教員組織については、短期大学設置基準、資格免許に関わる厚生

労働省及び文部科学省の基準に従い編成している。非常勤教員や補助教員（助手）については、

学位や研究業績、経歴等、教育課程編成・実施の方針に基づき適切に配置している。 

 カリキュラム・ポリシーに基づいて配置された専任教員は、研究室や研究日、研究費が確保され、担当

授業科目の教授（学修）内容に整合する研究活動を行っている。 

 学修成果を向上させるための事務組織についても、事務関係諸規程を整備し、それに則り、適切な人

員配置、明確な責任体制となっている。SD 活動とともに、教員の FD 活動と連携した教職員合同研修

を行い、職務の充実に努めている。 

 教職員の就業に関する規則及び諸規程が整備され、適正に運営・管理されている。 

 本年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策への人的支援を行った。教室

座席数上限に制限を課し、一部の授業は 2 教室に学生を分け、中継による授業を行った。円滑な授

業運営のために補助員を配置し、教員の補助や学生指導等にあたった。 

前回の認証評価受審時の自己点検・評価報告書で、本学は、基準Ⅲ-A に関する今後の課題を以

下のように述べた。 

本学は教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて、教員組織を整備し、専任教

員は、この方針のもと、教育研究活動を行っている。学生の学修成果の獲得が向上するよう事務組織も

整備されている。人事・労務管理も適切に行われている。今後もこれらの充実を図っていきたい。 

これらの点については、昨年度と同様におおむね達成できていると思われる。更なる教育研究活動を

推進し、教育の充実を図っていきたい。 

 本年度は、昨年度に引き続き、私立大学等改革総合支援事業タイプⅠの選定を受けた。今後も教

育資源・人的資源の充実に努めていきたい。 

 

5.2. 物的資源、技術的資源をはじめとするその他の教育資源、財的資源 

本学では本年度、物的資源、技術的資源をはじめとするその他の教育資源、財的資源に対し、中

期計画に基づいた教育投資を行った。 

学修支援としてギガビット高速基幹 LAN・支線 LAN・Wi-Fi を整備している。Wi-Fi については、アク

セスポイントを増設するなど、環境整備に努めた。また、iPad 用印刷機も追加設置され、学生の学修環

境が改善された。 

感染症対策として本年度も引き続き、建物の入口と教室の入口には消毒用アルコールを設置し、入

館・入室の際は手指の除菌を促した。学生には指定席制の喫食場所を指定し、退席の折には自己消

毒を徹底した。 

前回の認証評価受審時の自己点検・評価報告書で、本学は、基準Ⅲ-B、C、D に関する今後の課

題を以下のように述べた。 
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施設設備の維持管理については、教育課程編成・実施の方針に基づいて、校地、校舎、施設設備、

その他の物的資源を整備・活用している。施設および授業等で使用する機器・備品類の維持管理につい

ては、専門業者と連携し適切に行っているものの、それらの経年劣化は常に避けられない課題である。一

部老朽化した施設や物品もあるため、教育効果と安全面、衛生面に配慮し、引き続き計画的な更新を

行っていく。感染症対策も想定した安全対策についても、今後取り組んでいく。 

本学は、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）に基づいて学習成果を獲得させるために

技術的資源を整備している。進歩を続ける情報通信技術に対応できるよう、FD研修会を活用して、教員

の情報技術のさらなる向上に取り組む。また、学生の情報機器利用環境のさらなる向上のため、無線

LAN（Wi-Fi）環境のさらなる整備や授業用コンピューターの新機種への対応等、教育活動の充実に資

する学生・教職員の要望を汲み上げつつ、計画的かつ継続的な整備を進めていく。 

本学の財務体質は現在のところ健全に推移しているが、将来にわたる健全な財政の維持に向けて、安

定的な学生数を確保するための方策を、全学的に検討していく。 

本年度は、ネットワーク環境の充実のために、本学で使用している LMS（Learning Management 

System）の WebClass サーバーをクラウド化し、教職員・学生が使いやすい環境を整えた。 

また、学生数確保に向けて、本年度は、ウェブページデザインの一新を図り、大学紹介の動画コンテン

ツの作成も行った。社会のデジタル化に合わせた改善がなされている。 

財務体質については中期計画が策定され、将来像の明確化が図られている。今後も、中期計画に

基づき、学生数の確保を図っていく。  
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6. リーダーシップとガバナンス（基準Ⅳ） 

6.1. 理事長のリーダーシップ、ガバナンス 

本法人は、本年度も私立学校法及び学校法人 C2C Global Education Japan 寄附行為に基

づいて運営されている。 

前回の認証評価受審時の自己点検・評価報告書で、本学は、基準Ⅳ－A、Ⅳ-C-1～2 に関する

今後の課題を以下のように述べた。 

これらの点について本年度は、理事長及び短期大学学長の打ち合わせ体制が見直された。打ち合わ

せは、11 月（事業計画ヒアリング）、1 月（予算ヒアリング）、3 月（予算示達会議）の計 3 回実

施され、短期大学の中期計画について検討がなされた。 

次年度 5 月にガバナンス・コードの見直しも行われる予定である。今後も適切な短期大学運営に努

める。 

 

6.2. 学長のリーダーシップ、ガバナンス 

本学では、学生の学修成果獲得に向けた効果的な教学体制を確立するために、学長、教授会、各

種委員会の機能を明確にし、適切に運営している。情報の公開についても、適切に行われている。 

2020 年度に受審した認証評価に係る自己点検・評価報告書で、本学は、基準Ⅳ－B、Ⅳ-C-3に

関する今後の課題を以下のように述べた。 

学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮し、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短

期大学の向上・充実に向けて非常に熱心に努めている。教授会をはじめとする教育上の委員会等、短期

大学の教育研究上の機関も適切に運営している。今後も運営体制を見直しながら、本学の実態に合わ

せた適切な運営維持が期待される。なお、併設大学との合同審議体制についてはその構築が今後の課題

である。 

これらの点について今年度は上述の通り適切な運営が維持された。併設大学との合同審議体制につ

いては、本年度も、系列大学をはじめとする系列高等学校・中学・小学校・幼稚園の長と次年度体制

について検討する会議を開催することができた。また、必要に応じて、併設大学長と短期大学長で連絡

会を実施し、協働体勢を強化した。今後も充実に努めていく。 

  

理事長はリーダーシップを発揮し、理事会は、寄附行為に基づき、適切に運営されていると考えられる。

本県の高等教育を取り巻く社会の変化に即応できる体制の維持に今後も努める必要がある。そのため、

理事会・評議員会と、行政組織の責任者や大学・短期大学責任者との連携を深めていく。 
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7. 山梨学院短期大学 自己点検評価票（2023 年 3 月現在） 

大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

Ⅰ 
建 
学 
の 
精 
神 
と 
教 
育 
の 
効 
果 

Ⅰ 
| 
A 

建 
学 
の 
精 
神 

Ⅰ 
| 
A 
| 
1 

建
学
の
精
神
の
確
立 

(1)建学の精神は短期大学の教
育理念・理想を明確に示してい
る。 

〇 
ウェブサイト、出版物を通じて明確化してある。 

 
ガイドブック 
ウェブサイト、学生
便覧 
木犀の会パンフレッ
ト 
ガイダンス資料 

(2)建学の精神は教育基本法及
び私立学校法に基づいた公共
性を有している。 

〇 
建学の精神が法令に基づく「公共性」を有している。 

 

(3)建学の精神を学内外に表明
している。 

〇 
ガイドブック、ウェブサイト、学生便覧、木犀の会パ
ンフレット、ガイダンス資料等で表明されている。 

 

(4)建学の精神を学内において
共有している。 〇 

新年度のガイダンスで学生とともに確認している。ま
た、エントランスには、建学者の像とともに、その精
神を伝える詩に常時触れることができる。 

 

(5)建学の精神を定期的に確認
している。 

〇 
ガイダンスに加え、毎年、全学生参加の「木犀の会」
でも建学の精神を確認している。 

 

Ⅰ 
| 
A 
| 
２ 

地
域
・
社
会
へ
の
貢
献 

(1)地域・社会に向けた公開講
座、生涯学習事業、正課授業
の開放(リカレント教育を含む)
等を実施している。 〇 

新型コロナウイルス感染症の影響が続いたが、感
染状況に応じながら対面方式とオンライン方式を併
用しながら、包括連携協定の締結先である甲府市
の地域防災課職員や併設大学教員を講師に招聘
するなど、学内・外の人的資源を活用して 13回の公
開講座を実施した。また、教員免許法認定講習を実
施した。 

 講座開催案内 

(2)地域・社会の地方公共団体、
企業(等)、教育機関及び文化団
体等と協定を締結するなど連携
している。 

〇 

山梨県（農政部）、甲府市（担当職員の公開講座講
義実施）、山梨中央銀行（ドリームケーキプロジェク
ト）、山梨県立笛吹高等学校、山梨県立農林高等学
校、（公財）キープ協会（ジャージー牛乳活用のレシ
ピ開発・リーダーズ研修会）等との連携協定に基づく
事業を実施した。また、新たに「全国健康保険協会
（協会けんぽ）山梨支部」（2022.06.20）、「NPO 法人
甲州元気村」（2023.02.01）と包括的蓮携を、「㈱いつ
み家」（2022.07.01）と「㈱丸政」（2022.07.01）と特定
事業に関する協定を締結した。 

 各協定書 

(3)教職員及び学生がボランティ
ア活動等を通じて地域・社会に
貢献している。 

〇 

地方公共団体、各種団体等からの要請に基づき各
種講座等に教員を派遣した。また、必修科目「社会
人基礎力育成講座Ⅰ」「社会人基礎力育成講座Ⅱ」
を通じ、１年次は２か所以上８時間以上の地域ボラ
ンティア活動を、２年次は１か所の食育推進ボランテ
ィアを含み２か所以上８時間以上のボランティア活
動を行うものとし、単位化している。2022 年度は、新
型コロナウイルス感染症対策に留意しつつ、通常の
形態で学外でのボランティア活動を実施できた。ま
た、コロナ禍でも行えるボランティアとして開始した
学内でフードドライブを実施しフードバンク山梨の活
動支援への協力や文房具ドライブとクリスマスカード
の制作を行い児童養護施設に届ける活動も継続し
て行った。 

 研修講師依頼書 
ボランティア・パスポ
ート 

Ⅰ
| 
B 

教 
育 
の 
効 
果 

Ⅰ 
| 
B 
| 
1 

教 
育 
目 
的 
・ 
目 
標 
の 
確 
立 

(1)学科・専攻課程の教育目的・
目標を建学の精神に基づき確
立している。 

〇 
建学の精神に基づき、教育理念や教育目標を明確
にしている。教育目的・目標は具体的であり、学科ご
とに学習成果が明確化されている。 

 
ガイドブック 
ウェブサイト 
学生便覧 
木犀の会パンフレッ
ト 
ガイダンス資料 

(2)学科・専攻課程の教育目的・
目標を学内外に表明している。 〇 

ガイドブック、ウェブサイト等で表明している。 
 

(3)学科・専攻課程の教育目的・
目標に基づく人材養成が地域・
社会の要請に応えているか定
期的に点検している。(学習成
果の点検については基準Ⅱ-
A-6) 

〇 

各科のディプロマ・ポリシーの達成度を GPA により
算出し、学修成果の確認を行っている。毎年開催し
ている学外助言評価委員会において学修成果の報
告を行い、意見聴取している。 

 

カリキュラム委員会
議事録 
学外助言評価委員
会議事録 

Ⅰ 
| 
B 
| 
2 

学
習
成
果
の
確
定 

(1)短期大学としての学習成果
を建学の精神に基づき定めて
いる。 

〇 
学修成果をディプロマ･ポリシーとして明確化してい
る。 

 学生便覧 

(2)学科・専攻課程の学習成果
を学科・専攻課程の教育目的・
目標に基づき定めている。 

〇 
学修成果をディプロマ･ポリシーとして明確化してい
る。 

 学生便覧 

(3)学習成果を学内外に表明し
ている。 

〇 
ウェブサイトで自己点検・評価報告書を公開してい
る。 

 ガイドブック 
学生便覧 

(4)学習成果を学校教育法の短
期大学の規定に照らして、定期
的に点検している。 

〇 
カリキュラム委員会を中心に点検を行い、科内会議
で確認をしている。 

 科内会議録 
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大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

Ⅰ 
建 
学 
の 
精 
神 
と 
教 
育 
の 
効 
果 

Ⅰ 
| 
B 

教 
育 
の 
効 
果 

Ⅰ 
| 
B 
| 
3 

三 
つ 
の 
方 
針 
の 
策 
定 
・ 
公 
表 

(1)三つの方針を関連付けて一
体的に定めている。 

〇 

建学の精神、教育理念、教育目標に基づき、三つの
方針を一体的に定めている。  

 拡大教授会兼合同
会議議事録 
学外助言評価委員
会議事録 
入学試験委員会議
事録 

(2)三つの方針を組織的議論を
重ねて策定している。 

〇 

三つの方針については、各委員会で常に見直しを
図りながら、毎年度自己点検・評価委員会が年度毎
の振り返り、それをふまえた次年度の見直しを行
い、拡大教授会兼合同会議で議論されている。学外
者や学生からの三つの方針に対する意見も聴取し
見直しに生かしている。  

 拡大教授会兼合同
会議議事録 
学外助言評価委員
会議事録 
入学試験委員会議
事録 

(3)三つの方針を踏まえた教育
活動を行っている。 

〇 

すべての授業はカリキュラム・ポリシーを踏まえた上
でディプロマ・ポリシーと関連付けられている。シラ
バスにもその関連が明記されている。授業を通した
学生の学修成果もディプロマ･ポリシーを踏まえて確
認されている。アドミッション・ポリシーは本学のディ
プロマ・ポリシーと密接に関連しており、入学生は本
学の授業を通して適切に学修成果を獲得できてい
る。  

 拡大教授会兼合同
会議議事録 
学外助言評価委員
会議事録 
入学試験委員会議
事録 

(4)三つの方針を学内外に表明
している。 

〇 

三つの方針については、ホームページやガイドブッ
ク、自己点検・評価報告書等を通して、学外に表明
している。学内への表明については、便覧、ガイダン
ス等も加えて行っている。   

 ガイドブック 
ウェブサイト 
便覧 

Ⅰ 
| 
C 

自 
己 
点 
検 
・ 
評 
価 

Ⅰ 
| 
C 
| 
1 

自 
己 
点 
検 
・ 
評 
価 
活 
動 
等 
の 
実 
施 
体 
制 
の 
確 
立 

(1)自己点検・評価のための規
程及び組織を整備している。 

○ 

自己点検・評価規程を策定している。自己点検・評
価委員会が組織され、活動が展開されている。 

 学則、自己点検・評
価規程、自己点検・
評価規程細則、自
己点検・評価委員会
ワーキンググループ
内規 

(2)日常的に自己点検・評価を
行っている。 

○ 

授業においては、授業者が自己評価アンケートを行
い自己点検を行っている。各委員会でも、点検項目
を設定し、委員会開催時に点検を行っている。点検
結果は拡大教授会兼合同会議で共有されている。 

 科内会議録 
各委員会議事録 
授業評価アンケート 

(3)定期的に自己点検・評価報
告書等を公表している。 

○ 
平成 22年度の自己点検・評価票からウェブサイトで
公開している。 

 ウェブサイト 

(4)自己点検・評価活動に全教
職員が関与している。 

○ 

各教職員は授業や担当する業務について、授業評
価アンケートや学生からの意見をもとに、日々改善
を加えている。組織的評価については、自己点検・
評価委員会に、各科長、各委員会委員長、事務局
長が所属しており、全教職員が参加する各科、各委
員会、事務局等の意見を集約している。また、全教
職員が参加する拡大教授会兼合同会議で、点検結
果も確認している。 

 各委員会議事録 
自己点検・評価委員
会議事録 
拡大教授会議事録 
授業評価アンケート
等 
学生対象アンケート 

(5)自己点検・評価活動に高等
学校等の関係者の意見聴取を
取り入れている。 

〇 

平成 28 年度より学外助言評価委員会を設置し、本
学の教育活動・自己点検評価に助言・評価を受けて
いる。学外助言評価委員会は各専門分野の有識
者、高等学校関係者等で構成されている。 

 学外助言評価委員
会議事録 

(6)自己点検・評価の結果を改
革・改善に活用している。 

○ 

自己点検・評価票をもとに、各科や各委員会が課題
を明確化し、改善に取り組んでいる。自己点検・評
価の結果は拡大教授会兼合同会議にて全教職員で
共有され、結果を踏まえて次年度の教育課程の見
直しを行うという PDCA サイクルが確立されている。
サイクルには学外者や学生の意見聴取が取り入れ
られており、改革・改善に活用されている。 

 各委員会議事録 

Ⅰ 
| 
C 
| 
２ 

教 
育 
の 
質 
の 
保 
証 

(1)学習成果を焦点とする査定
(アセスメント)の手法を有してい
る。 

○ 

アセスメントプラン（学修成果の評価）の指標を定め
ている。各科のディプロマ・ポリシーの達成度をＧPA
により検証している。また、併せて、各学科の資格・
免許の取得者数や合格率も検証している。 

 学生便覧 
単位修得一覧 

(2)査定の手法を定期的に点検
している。 ○ 

カリキュラム委員会を中心に点検を行い、科内会議
で確認し、定期的に点検を行っている。 

 カリキュラム委員会
議事録 
科内会議録 

(3)教育の向上・充実のための
PDCA サイクルを活用してい
る。 

○ 
各学科、主要な委員会で PDCA を行っている。学外
助言委員会にも評価してもらっている。 

 各委員会議事録 

(4)学校教育法、短期大学設置
基準等の関係法令の変更など
を確認し、法令を遵守している。 

○ 

法令変更等の確認を行い、法令順守に努めてい
る。 

 カリキュラム委員会
議事録 
専任教員一覧表(教
務部作成) 
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大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

Ⅱ 
教 
育 
課 
程 
と 
学 
生 
支 
援 

Ⅱ 
| 
A 

教 
育 
課 
程 

Ⅱ 
| 
A 
| 
1 

学 
位 
授 
与 
の 
方 
針 
の 
明 
確 
化 

(1)学科・専攻課程の卒業認定・
学位授与の方針は、それぞれ
の学習成果に対応している。 

○ 
「学則」「履修規程」「試験規程」および、各科の「履
修の方法」により明確化している。 
GPA を卒業判定の基準として使用している。 

 学生便覧 

①  学科・専攻課程の卒業認
定・学位授与の方針は、卒業の
要件、成績評価の基準、資格
取得の要件を明確に示してい
る。 

○ 

各科の卒業認定・学位授与の方針を定めている。  学生便覧 

(2)学科・専攻課程の卒業認定・
学位授与の方針を定めている。 

○ 
短期大学設置基準が定める卒業要件を満たしてい
る。 

 学生便覧 

(3)学科・専攻課程の卒業認定・
学位授与の方針は、社会的・国
際的に通用性がある。 ○ 

カリキュラム委員会、自己点検・評価委員会、学外
助言評価委員会等で、定期的に点検・評価している
とともに、拡大教授会兼合同会議や学生参画の自
己点検・評価委員会等でも自己点検・評価や確認を
行っている。 

 カリキュラム委員会
議事録 

Ⅱ 
| 
A 
| 
2 

教 
育 
課 
程 
編 
成 
・ 
実 
施 
の 
方 
針 
の 
明 
確 
化 

(1)学科・専攻課程の教育課程
は、卒業認定・学位授与の方針
に対応している。 

○ 

カリキュラム・ポリシーの策定を行い、ディプロマ・ポ
リシーとの関連を図っている。 
また３つのポリシー（AP、DP、CP）と履修系統図の
関連が解るように図式化している。 

 学生便覧 

(2)学科・専攻課程の教育課程
を、短期大学設置基準にのっと
り体系的に編成している。 
① 学科・専攻課程の学習成果
に対応した、授業科目を編成し
ている。 
② 単位の実質化を図り、年間
又は学期において履修できる
単位数の上限を定める努力を
している。 
③ 成績評価は学習成果の獲
得を短期大学設置基準等にの
っとり判定している。 
④ シラバスに必要な項目(学習
成果、授業内容、準備学習の
内容、授業時間数、成績評価
の方法・基準、教科書・参考書
等)を明示している。 
⑤ 通信による教育を行う学科・
専攻課程の場合には印刷教材
等による授業(添削等による指
導を含む)、放送授業(添削等に
よる指導を含む)、面接授業又
はメディアを利用して行う授業
の実施を適切に行っている。" 

○ 

①カリキュラム・ポリシーにしたがって、授業科目を
編成している。カリキュラムマップの作成も行ってい
る。 
②履修科目の単位数の上限を設定している。また、
GPA を履修上限単位数の基準に用いている。 
③学則に基づき、厳格に実施している。 
④電子シラバスを整備し、明示化を行っている。ま
た、全教員でシラバスチェックを行っている。 

 学生便覧 
ウェブサイト 

(3)学科・専攻課程の教員を、経
歴・業績を基に、短期大学設置
基準の教員の資格にのっとり適
切に配置している。 

○ 

短期大学設置基準の規定に基づき、教育課程にお
ける教員の配置は、教員の業績や専門分野に基づ
き行っている。 

 専任教員一覧表（教
務部作成） 

(4)学科・専攻課程の教育課程
の見直しを定期的に行ってい
る。 

○ 
カリキュラム委員会、教務部を中心に、教育課程の
定期的な点検・見直しを行っている。 

 カリキュラム委員会
議事録 

Ⅱ 
| 
A 
| 
3 

教 
養 
教 
育 

(1)教養教育の内容と実施体制
が確立している。 

○ 

カリキュラム委員会において、教養教育の見直しと
充実を図っており、実施体制も確立している。 
教養科目を「人文・社会科学系分野」「芸術・健康科
学系分野」「情報・自然科学系分野」に分け、文理を
横断的に学べるようにしている。本年度は新たに 5
教科を新設して教育の充実を図った。 
「数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認定制
度」の導入について検討した。授業科目、授業内
容、授業構成等を検討し、2023年 4月に全 1年生を
対象に導入する体制を整えた。1 年間の実績を経
て、2024 年にプログラム認定の申請を行う予定であ
る。 

 学則 
授業時間割表 
シラバス 
カリキュラム委員会
議事録 

(2)教養教育と専門教育との関
連が明確である。 

○ 
教養教育と専門教育との関連は明確になっている。  履修系統図 

(3)教養教育の効果を測定・評
価し、改善に取り組んでいる。 ○ 

教科ごとに GPA を算出し、カリキュラム委員会、教
務部を中心に、教養教育課程の定期的な点検・見
直しを行っている。 

 学修成果報告書 
カリキュラム委員会
議事録 

Ⅱ 
| 
A 
| 
4 

職 
業 
教 
育 

(1)学科・専攻課程の専門教育
と教養教育を主体とする職業へ
の接続を図る職業教育の実施
体制が明確である。 

○ 

コアカリキュラムにそって専門職養成の教育課程が
明確になっている。また、専門的実践力外部試験お
よび専門的知識外部試験を導入し、職業教育の充
実を図っている。 

 学生便覧 

(2)職業教育の効果を測定・評
価し、改善に取り組んでいる。 

○ 

資格取得必要な専門教育科目の GPA を算出し、学
修成果を確認している。また、授業評価アンケートを
実施し、授業改善に取り組んでいる。学外での実習
（校外実習）の成績状況について、科ごとに情報を
共有し、評価、改善に活用している。 

 学修成果報告書 
授業評価アンケート 
学外実習報告書 
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大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

Ⅱ 
教 
育 
課 
程 
と 
学 
生 
支 
援 

Ⅱ 
| 
A 

教 
育 
課 
程 

Ⅱ 
| 
A 
| 
５ 

入 
学 
者 
受 
入 
れ 
の 
方 
針 
の 
明 
確 
化 

(1)入学者受入れの方針は学習
成果に対応している。 ○ 

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに対応
するアドミッション・ポリシーを定めている。 

 ガイドブック 
ウェブサイト 
入試要項 

(2)学生募集要項に入学者受入
れの方針を明確に示している。 

○ 
アドミッション・ポリシーは、入試要項、ウェブサイト
に明示されている。 

 ウェブサイト 
入試要項 

(3)入学者受入れの方針は、入
学前の学習成果の把握・評価
を明確に示している。 ○ 

アドミッション・ポリシーは、基礎的な学力や基本的
生活態度、自己表現力、専門分野への関心、主体
性を持ち多様な人々と協働しつつ学習する態度を掲
げ、入学前の学習成果を重視し、それらを把握・評
価することをうたったものとなっている。 

 ガイドブック 
ウェブサイト 
入試要項 

(4)入学者選抜の方法(推薦、一
般、AO 選抜等)は、入学者受入
れの方針に対応している。 

○ 

基礎的な学力や基本的生活態度は調査票で、自己
を表現する力は自己表現文で、専門分野への関心
や主体性を持ち多様な人々と協働しつつ学習する
態度は面接で確認している。 

 ウェブサイト 
入試要項 

(5)高大接続の観点により、多
様な選抜についてそれぞれの
選考基準を設定して、公正かつ
適正に実施している。 

○ 

推薦入試、一般入試（Ⅰ期・Ⅱ期）、社会人入試（Ⅰ
期・Ⅱ期）、自立支援入試等、多様で公平な選抜を
行っている。また追跡調査により、入試の公正性や
妥当性を確認している。 

 入試要項 

(6)授業料、その他入学に必要
な経費を明示している。 

○ 
授業料、その他入学に必要な経費は入試要項に明
示されている。 

 入試要項 

(7)アドミッション・オフィス等を整
備している。 

○ 

本学教職員からなる入学試験委員会が設置され、
教職協働で広報・入試事務に取り組んでいる。専任
職員がアドミッション・オフィサーとして配置されてい
る。山梨学院大学入試センターと連携しながらの広
報・入試事務も行っている。 

 入学試験委員会規
程 
アドミッション・オフィ
サー発令（辞令台
帳） 

(8)受験の問い合わせなどに対
して適切に対応している。 

○ 

入試に関する問い合わせには、専任職員（アドミッシ
ョン・オフィサー）や教職員が適切に対応している。
またオープンキャンパス、進学相談会などでも個別
相談に応じている。ウェブサイトなどからの申込や質
問にも随時対応している。 

 ウェブサイト 

(9)入学者受入れの方針を高等
学校関係者の意見も聴取して
定期的に点検している。 

○ 

学外の専門家や高等学校関係者で構成される学外
助言評価委員会を年 2 回開催し、入学者受入れの
方針を含む教育課程全般について意見を聴取して
いる。 

 学外助言評価委員
会議事録 

Ⅱ 
| 
A 
| 
6 

学 
習 
成 
果 
の 
明 
確 
さ 

(1)学習成果に具体性がある。 
○ 

学生便覧にて、ディプロマ・ポリシーと各科目のねら
いを明確化している。 

 学生便覧 

(2)学習成果は一定期間内で獲
得可能である。 

○ 
ほとんどの学生が２年間で学修成果を獲得している
（５．学修成果のまとめ参照）。 

 単位認定の状況表 
留年者数 

(3)学習成果は測定可能であ
る。 

○ 

GPA による学科ごとのディプロマ・ポリシーの評価を
行っている。また、資格・免許について取得率・合格
率によって検証を行っている（５．学修成果のまとめ
参照）。また、専門的知識および専門的実践力の外
部試験を導入し、学習成果を測定する方法を整えて
いる。 

 免許・資格取得者一
覧 
自己点検・評価報告
書 
学修成果証明書 

Ⅱ
| 
A 
| 
7 

学
習
成
果
の
測
定 

(1)GPA 分布、単位取得率、学
位取得率、資格試験や国家試
験の合格率、学生の業績の集
積(ポートフォリオ)、ルーブリック
分布などを活用している。 

○ 

学修成果を測定するため、GPA 分布や単位取得
率、資格試験や国家試験の合格率等を活用してい
る。 

 単位認定の状況表 
免許・資格取得者一
覧 
学修成果報告書 

(2)学生調査や学生による自己
評価、同窓生・雇用者への調
査、インターンシップや留学など
への参加率、大学編入学率、
在籍率、卒業率、就職率などを
活用している。 

○ 

学修成果を測定するために、学生の学修時間・学修
行動調査や編入学率、就職状況等を活用している。 

 学修時間・学修行動
調査報告書 
編入学・進学率 
就職状況 

(3)学習成果を量的・質的データ
に基づき評価し、公表してい
る。 ○ 

学修成果を、量的データ（単位修得状況、GPA 分
布、資格取得状況等）で評価し、公表している。ま
た、質的データ（授業評価アンケート）に基づき評価
し、公表している。 

 学修成果報告書 
単位認定の状況表 
免許・資格取得者一
覧 
授業改善案 

Ⅱ
| 
A 
| 
８ 

学 
生 
の 
卒 
業 
後 
評 
価 

(1)卒業生の進路先からの評価
を聴取している。 

○ 

平成 29 年度に食物栄養科フードクリエイトコース、
平成 30年度に食物栄養科栄養士コース、令和元年
度に保育科、令和 2 年度に食物栄養科パティシエコ
ース、令和 3年度に食物栄養科栄養士コース、令和
4 年度に保育科の就職先に対してアンケートを実施
し、それぞれの進路先からの評価を得ることを行っ
た。本アンケート実施の成果を踏まえ、次年度以
後、各科・コース毎で順番に実施している。 

 拡大教授会議事録 

(2)聴取した結果を学習成果の
点検に活用している。 

○ 

聴取した結果は、就職指導において活用している。
また、全学FD研修を行って全教員で結果を共有し、
更に、必要に応じて各科内会議をとおして教科担当
教員に伝え、授業の内容改善に努めている。 

 拡大教授会議事録 
科内会議録 
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大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

Ⅱ 
教 
育 
課 
程 
と 
学 
生 
支 
援 

Ⅱ 
| 
B 

学 
生 
支 
援 

Ⅱ 
| 
B 
| 
1 

学 
修 
成 
果 
の 
獲 
得 
に 
向 
け 
て 
の 
教 
育 
資 
源 
の 
活 
用 

(1)教員は、学習成果の獲得に
向けて責任を果たしている。 
① 教員は、シラバスに示した
成績評価基準により学習成果
の獲得状況を評価している。 
② 教員は、学習成果の獲得状
況を適切に把握している。 
③ 教員は、学生による授業評
価を定期的に受けて、授業改
善に活用している。 
④ 教員は、授業内容について
授業担当者間での意思の疎
通、協力・調整を図っている。 
⑤ 教員は、教育目的・目標の
達成状況を把握・評価してい
る。 
⑥ 教員は、学生に対して履修
及び卒業に至る指導を行ってい
る。 

○ 

①自らの授業がどのディプロマ・ポリシーに関わる
のかを把握した上で、シラバスに示した成績評価基
準により学修成果を評価している。 
②授業内の小レポートや感想また学期末の定期テ
スト（レポート）を通じて的確に把握している。 
③学期末に授業アンケートを実施している。授業ア
ンケート結果をもとに、改善案を FD 委員会に提出
し、次の授業プランを考えるようにしている。 
④厚生労働省が示す各授業において取り扱うべき
内容に基づいてシラバスを作成し、関連する科目の
教員間でシラバスチェックを行っている。教職履修カ
ルテによって、学生の学習状況を共有できるように
なっている。また、授業の方法や学生の学習態度等
について、科内会議等で意見交換をしている。 
⑤教員はディプロマ・ポリシーの達成状況の確認を
通して、教育目的・目標の達成状況を把握・評価し
ている。 
⑥全学生がゼミに所属し、ゼミ担当教員が主となり、
履修および卒業にいたる指導を行っている。また科
内会議で情報共有し、全教員が学生に対して履修
および卒業にいたる指導ができる体制が整ってい
る。毎学期の始めには、個別学修の振り返り及び履
修・就学指導を行っている。本年度はGPA取扱細則
を見直し、GPA の用途を詳細に記載した。 

 学生便覧 
授業評価アンケート 
授業改善案 
FD 研修に関する資
料 
教職履修カルテ 

(2)事務職員は、学習成果の獲
得に向けて責任を果たしてい
る。 
① 事務職員は、所属部署の職
務を通じて学習成果を認識し
て、学習成果の獲得に貢献して
いる。 
② 事務職員は、所属部署の職
務を通じて教育目的・目標の達
成状況を把握している。 
③ 事務職員は、所属部署の職
務を通じて学生に対して履修及
び卒業に至る支援を行ってい
る。 
④ 事務職員は、学生の成績記
録を規程に基づき適切に保管
している。 

○ 

①教員と連携し、履修登録状況、単位修得状況、科
内会議録等の確認を行っている。 
②学習意欲の向上に向け、窓口対応及びゼミ教員
への情報提供を通してサポートを行っている。 
③履修上の質問には、常時相談を受けることができ
る体勢を整えている。資格・免許取得のための事務
手続きについて個別支援を行っている。 
④事務局内保管庫及び資料室にて確実に保管をし
ている。 

 学生便覧 
 
 
 

(3)教職員は、学習成果の獲得
に向けて施設設備及び技術的
資源を有効に活用している。 
① 図書館又は学習資源センタ
ー等の専門的職員は、学生の
学習向上のために支援を行っ
ている。 
② 教職員は、学生の図書館又
は学習資源センター等の利便
性を向上させている。 
③ 教職員は、学内のコンピュ
ータを授業や大学運営に活用
している。 
④ 教職員は、学生による学内
LAN 及びコンピュータの利用を
促進し、適切に活用し、管理し
ている。 
⑤ 教職員は、教育課程及び学
生支援を充実させるために、コ
ンピュータ利用技術の向上を図
っている。 

○ 

①総合図書館等では、職員が複数常駐し、資料の
検索や情報機器の操作に関する質問に随時対応
し、学生に対する学習支援を行っている。 
②総合図書館では、開館時間を平日 9時から 20時
(土曜日は 9時 30分から 16時 30分)までとし、学生
が授業終了後も滞在して学習できるように配慮して
いる。 
③教職員間の情報伝達、成績評価、学生への情報
伝達方法、または授業時の検索・課題・提出物関係
の多方面にわたり、活用している。 
④教員の連携により、コンピュータを活用した多彩な
学習が展開できるよう要望を聴き、確認・補充を行
い、利用促進に心がけている。 
⑤コンピューター管理部署・担当業者並びに事務局
で随時情報交換をし、時代のニーズに合った利用し
やすいシステム構築に向けて検討を行い、利用技
術の向上に努めている。 

 総合図書館案内 
https://www.ygu.ac.j
p/lib/ 
情報図書館案内 
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果 
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に 
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け 
て 
の 
学 
習 
支 
援 

(1)入学手続者に対し入学まで
に授業や学生生活についての
情報を提供している。 

○ 

入学後の学習環境への取組みがスムーズになるよ
う、各科の専門性につなげた入学前学習の見直しを
行い、入学当初の行事案内などの文書とともに送付
している。 

 入学前学習課題プ
リント 
入学式・入学ガイダ
ンス案内 

(2)入学者に対し学習、学生生
活のためのオリエンテーション
等を行っている。 

○ 

入学式後 3 日間にわたってガイダンスを行うととも
に、4 月にオリエンテーションセミナーを実施してい
る。更に、基礎演習の中でも学校生活のガイダンス
を行っている。 

 ガイダンス資料 
オリエンテーション
セミナー資料 
基礎演習シラバス 

(3)学習成果の獲得に向けて、
学習の動機付けに焦点を合わ
せた学習の方法や科目の選択
のためのガイダンス等を行って
いる。 

○ 

目指すべき資格・進路に沿ったガイダンスを実施し
ている。 

 学生便覧、ガイダン
ス資料 

(4)学習成果の獲得に向けて、
学生便覧等、学習支援のため
の印刷物(ウェブサイトを含む)
を発行している。 

○ 

学生便覧、シラバス（平成 23 年度よりウェブサイト
化）など、学生の学習支援のための印刷物を発行し
ている。 

 学生便覧、シラバス
等 

(5)学習成果の獲得に向けて、
基礎学力が不足する学生に対
し補習授業等を行っている。 

○ 

一般教養や専門基礎学力の向上のために ipadを用
いた自学自習のシステムを整えている。 
食物栄養科では、栄養士または製菓衛生師に必要
な基礎学力を習得させるため、栄養士特講や製菓
衛生師特講を開講している。学力が十分獲得されて
いない学生については、補講等を行っている。 
学期末に実力養成試験・専門的知識外部試験を実
施し、一般教養や専門基礎学力の向上を図ってい
る。その学力が十分獲得されていない学生について
は、再度、学習機会を設けている。 

 ガイダンス資料（実
力養成試験の箇
所）、社会人基礎力
育成講座シラバス、
栄養士特講シラバ
ス、製菓衛生師特講
シラバス 

(6)学習成果の獲得に向けて、
学習上の悩みなどの相談にの
り、適切な指導助言を行う体制
を整備している。 

○ 

少人数のゼミ体制の中で、ゼミ担当が常時、学習・
生活上の相談にのっている。また学生センター学生
相談室には臨床心理士が常駐し、連携して相談業
務を行っている。 

 山梨学院の事務組
織と事務分掌規程 
行政組織機構図 
学生便覧 

(7)学習成果の獲得に向けて、
通信による教育を行う学科・専
攻課程の場合には、添削等に
よる指導の学習支援の体制を
整備している。 

 

    

(8)学習成果の獲得に向けて、
進度の速い学生や優秀な学生
に対する学習上の配慮や学習
支援を行っている。 

○ 

学習意欲が高い学生には、「学生チャレンジ制度」を
活用して学習の深化を図れるよう支援している。専
攻科への進学を考えている学生には月に１回程度
勉強会を実施している。また、卒業時には、成績優
秀者を表彰している。 

 ４年一貫教育プログ
ラム実施要綱 
学生チャレンジ制度
実施要綱 
拡教授会議事録 

(9)必要に応じて学習成果の獲
得に向けて、留学生の受入れ
及び留学生の派遣(長期・短期)
を行っている。 

○ 

山東外国語職業技術大学との友好交流に関する協
定を結び、留学生受け入れの準備を整えている。 

 国際交流委員会規
程 
学生便覧 

(10)学習成果の獲得状況の量
的・質的データに基づき学習支
援方策を点検している。 

○ 

量的データ（単位取得状況、GPA 分布、各種の試験
結果等）や質的データ（学修時間・学修行動調査、
授業評価アンケート、卒業生アンケート、就職先アン
ケート）に基づき、学修支援の方策について、科内
会議等で点検を行っている。 

 科内会議録 
学修時間・学修行動
調査結果 
授業評価アンケート 
卒業生アンケート結
果 
就職先アンケート調
査結果 
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(1)学生の生活支援のための教
職員の組織(学生指導、厚生補
導等)を整備している。 

○ 

学生総合支援委員会が個々の学生に対応できるよ
うな支援体制を備えている。 
山梨学院大学との共同施設として、学生センターを
備えている。 

 学生総合支援委員
会規程 

(2)クラブ活動、学園行事、学友
会など、学生が主体的に参画
する活動が行われるよう支援体
制を整えている。 

○ 

「山梨学院短期大学課外活動団体に関する規程」
の制定により、学友会担当教員および顧問会議を
中心に、クラブ活動・樹徳祭運営・クラブ学生ボラン
ティア活動への積極的な支援・指導を継続する体制
が整えられた。 

 山梨学院短期大学
課外活動団体に関
する規程 
学生便覧 
学友会会議録 
顧問会議録 

(3)学生食堂、売店の設置等、
学生のキャンパス・アメニティに
配慮している。 

○ 
カフェテリアプルシアンブルー、キャンパスショップ、
ラウンジ Y を備え、学生の食事・生活空間や、憩い
の場として利用されている。 

 キャンパスマップ 

(4)宿舎が必要な学生に支援(学
生寮、宿舎のあっせん等)を行
っている。 

○ 
オープンキャンパス等の機会に、県外学生や自立
支援学生を対象として、事務局窓口が相談に応じて
いる。 

 酒折周辺地図 
賃貸物件情報     

(5)通学のための便宜(通学バス
の運行、駐輪場・駐車場の設置
等)を図っている。 

○ 
学内の近接した随所に駐輪場、駐車場を完備して
いる。 

 キャンパスマップ 

(6)奨学金等、学生への経済的
支援のための制度を設けてい
る。 

○ 

高等教育の修学支援新制度および日本学生支援
機構奨学金、その他外部団体奨学金については、
学生部および事務局が相談、申請、決定等の業務
に携わっている。専攻科特待生については、保育科
および保育専攻において相談、申請、審査、決定に
携わっている。自立支援(ポラーノ)については、対象
学生の在籍学科と自立支援委員会が協働して支援
にあたっている。 

 学生便覧 

(7)学生の健康管理、メンタルヘ
ルスケアやカウンセリングの体
制を整えている。 

○ 

山梨学院大学との共同施設として、学生センター保
健管理室（心身の健康管理およびケア）・学生相談
室（カウンセリング）を備え、入学時スクリーニング調
査（UPI）も行っている。 

 学生便覧 

(8)学生生活に関して学生の意
見や要望の聴取に努めてい
る。 

○ 

学修・生活時間に関する調査（学修時間調査）ととも
に、入学時意識調査・卒業時満足度調査と同じ質問
からなる学修行動調査（在学時調査）を各学期末に
実施することにより、学生生活の実態、および学生
の意見や要望を縦断的に把握している。また、SA
活動からも学生の意見や要望を聞き取り、学生支援
の改善に役立てている。 

 入学時意識調査 
在学時調査 
卒業時満足度調査 
学生参画による自
己点検評価資料 

(9)留学生が在籍する場合、留
学生の学習(日本語教育等)及
び生活を支援する体制を整え
ている。 

○ 

国際交流委員会、および大学の国際交流センター・
学生センターと協働して対応している。 

 国際交流委員会規
程 

(10)社会人学生が在籍する場
合、社会人学生の学習を支援
する体制を整えている。 

○ 
ゼミ等を通じて、個別の支援を行っている。  学生便覧 

(11)障がい者の受入れのため
の施設を整備するなど、障がい
者への支援体制を整えている。 

○ 

スロープや障害者用トイレ、エレベーター等を整備し
ている。対応していない教室については、障がい者
の履修科目に合わせて、教室変更を行って対応して
いる。 
障がい・疾病のある学生への合理的配慮に係るプ
ロセスを整備し、本学ウェブサイトに提示している。 

 施設一覧 
障がい学生支援規
程 
山梨学院短期大学
における障害のある
学生に支援に関す
る基本方針 
本学ウェブサイト 

(12)長期履修学生を受入れる
体制を整えている。 

○ 
長期履修生を受け入れる体制が整っている。。  長期履修学生規程 

(13)学生の社会的活動(地域活
動、地域貢献、ボランティア活
動等)に対して積極的に評価し
ている。 

○ 

社会人基礎力育成講座Ⅰ・Ⅱにおいてボランティア
活動を推進している。 

 シラバス 
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(1)就職支援のための教職員の
組織を整備し、活動している。 ○ 

就職・キャリア担当教職員とゼミ担当教員との連携
により支援活動が行われている。 

  就職・キャリア委員
会規程就職・キャリ
アセンター配布資料 

(2)就職支援のための施設を整
備し、学生の就職支援を行って
いる。 

○ 

就職・キャリア担当教職員とゼミ担当教員との連携
により一般企業への支援が行われている。就職・キ
ャリア委員会を設置し、進路支援に関しては各科の
担当の教員が支援を行っている。 

  就職・キャリア委員
会規程就職・キャリ
アセンター配布資料 

(3)就職のための資格取得、就
職試験対策等の支援を行って
いる。 

○ 

就職・キャリアセンターでは、資格取得奨励制度が
設けられている。そのほか、就職模擬試験や実力養
成試験の実施、作文及び面接試験対策の全体指導
と個人指導を行っている。 

  就職・キャリア委員
会規程 
 

(4)学科・専攻課程ごとに卒業時
の就職状況を分析・検討し、そ
の結果を学生の就職支援に活
用している。 

○ 

各学科で実施している就職・キャリア講座にて、状
況の具体的な数値や、試験の内容を公表している。
また、地域別の求人状況の分析等は個別相談時に
活用している。 

  就職・キャリア委員
会規程 
 

(5)進学、留学に対する支援を
行っている。 

○ 

進学に関する支援は、ゼミ担当教員及び就職・キャ
リア委員の教員の連携で行っている。食物栄養科栄
養士コースでは、4 年制大学への編入を希望する学
生を対象とした編入対策講座を開講している。留学
への支援も同じ受け皿により実施している。 

  就職・キャリア委員
会規程 
 

Ⅲ 
教 
育 
資 
源 
と 
財 
的 
資 
源 

Ⅲ 
| 
A 

人 
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資 
源 

Ⅲ 
| 
A 
| 
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教 
員 
組 
織 
の 
整 
備 

(1)短期大学及び学科・専攻課
程の教員組織を編制している。 

○ 
厚生労働省、文部科学省の基準に従い編成してい
る。 

  専任教員一覧表（教
務部作成） 

(2)短期大学及び学科・専攻課
程の専任教員は短期大学設置
基準に定める教員数を充足し
ている。 

○ 

短期大学設置基準の規定に従い、必要専任教員数
を充足している。 

  専任教員一覧表（教
務部作成） 

(3)専任教員の職位は真正な学
位、教育実績、研究業績、制作
物発表、その他の経歴等、短期
大学設置基準の規定を充足し
ており、それを公表している。 

○ 

専任教員の職位は短期大学設置基準の規定を充
足している。 

  教員履歴書、業績
一覧、学位免許の
写し 

(4)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて専
任教員と非常勤教員(兼任・兼
担)を配置している。 

○ 

適正な専任教員、非常勤教員を配置している。   教育課程表、教員
履歴書 

(5)非常勤教員の採用は、学
位、研究業績、その他の経歴
等、短期大学設置基準の規定
を遵守している。 

○ 

非常勤教員の採用は規程を遵守している。   教員履歴書 

(6)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて補
助教員等を配置している。 

○ 
適正な助手を配置している。   教員履歴書（助手の

履歴） 

(7)教員の採用、昇任はその就
業規則、選考規程等に基づい
て行っている。 

○ 

各種規程に基づいて適正に実施されている。   教職員任用規程 
嘱託規則 
期間採用教職員任
用規則 
非常勤教職員規程 
教職員懲戒規程 
職員の出向に関す
る規定 
人事教授会会議録 
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専 
任 
教 
員 
の 
教 
育 
研 
究 
活 
動 

(1)専任教員の研究活動(論文
発表、学会活動、国際会議出
席等、その他)は学科・専攻課
程の教育課程編成・実施の方
針に基づいて成果をあげてい
る。 

○ 

カリキュラム・ポリシーに基づいて適切に配置された
教員が、それぞれの担当教科目の教授（学習）内容
に整合する研究活動を行って成果をあげている。 

  研究活動および研
究成果一覧、ウェブ
サイト 

(2)専任教員個々人の研究活動
の状況を公開している。 ○ 

ウェブサイトで公開している。   研究活動および研
究成果一覧、ウェブ
サイト 

(3)専任教員は、科学研究費補
助金、外部研究費等を獲得して
いる。 

○ 
獲得する教員は着実に増えつつある。   研究活動および研

究成果一覧 

(4)専任教員の研究活動に関す
る規程を整備している。 

○ 

規程が整備されている。   山梨学院短期大学
研修・研究委員会規
程、山梨学院短期
大学紀要編集委員
会規程、山梨学院
短期大学個人研究
費内規、山梨学院
在外研究に関する
規程、在外研究員
規程施行細則、山
梨学院短期大学「人
を対象とする研究」
倫理規定 

(5)専任教員の研究倫理を遵守
するための取り組みを定期的に
行っている。 

○ 
研究倫理の取組を定期的に行っている。研究倫理
委員会における研究倫理審査の仕組みを整備して
いる。 

  山梨学院短期大学
研究倫理委員会規
程 

(6)専任教員の研究成果を発表
する機会(研究紀要の発行等)
を確保している。 

○ 
研究紀要を年１回発行している。   山梨学院短期大学

研究紀要 

(7)専任教員が研究を行う研究
室を整備している。 

○ 
専任教員には一人一部屋の研究室がある。   施設見取り図 

(8)専任教員の研究、研修等を
行う時間を確保している。 

○ 
週当たり１日（または半日×２）の研究日を設けてい
る。 

  研究日一覧表 

(9)専任教員の留学、海外派
遣、国際会議出席等に関する
規程を整備している。 

○ 

規程が整備されている。   山梨学院在外研究
に関する規程、在外
研究員規程施行細
則 

(10)FD 活動に関する規程を整
備し、適切に実施している。 
① 教員は、FD 活動を通して授
業・教育方法の改善を行ってい
る。 

○ 

規程が整備されている。規程に基づき、教員の FD
研修会、学生参画による授業評価に基づいた授業
改善、入学時意識調査・在学時調査・卒業時満足度
調査等を実施している。 

  山梨学院短期大学
ＦＤ委員会規程 FD
研修会資料、授業
評価アンケート、授
業改善案、入学時
意識調査・在学時調
査・卒業時満足度調
査 

(11)専任教員は、学生の学習成
果の獲得が向上するよう学内
の関係部署と連携している。 

○ 

入学時意識調査、在学時調査、卒業時満足度調査
については、IR ワーキング、自己点検評価委員会、
学生総合支援委員会と連携して実施し、学習成果
の向上に生かすよう努めている。 

  入学時意識調査・在
学時調査・卒業時満
足度調査 
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学 
習 
成 
果 
を 
向 
上 
さ 
せ 
る 
た 
め 
の 
事 
務 
組 
織 
の 
整 
備 

(1)事務組織の責任体制が明確
である。 

○ 

関係規程に則り、明確な責任体制となっている。毎
年度事務組織の点検を実施し、人員の適正配置、
責任体制を明確化している。 

  規程集（第４編第１
章） 
山梨学院短期大学
の組織及び分掌に
関する規程 

(2)事務職員は、事務をつかさど
る専門的な職能を有している。 

○ 
各種団体の実施する研修会に積極的に参加し、職
能能力向上に努めている。 

  研修会等参加状況
一覧 

(3)事務職員の能力や適性を十
分に発揮できる環境を整えてい
る。 

○ 

職員の自己啓発を効果的に促進するため、自己研
鑽の機会（研修会への参加）については情報提供を
行い、希望者は参加できる体制を整えている。ま
た、「行政職人事評価」の過程で事務局員が上長と
個別面談を行う機会もあり、上長と相談しながら業
務環境を整えることができる体制となっている。職員
の自己啓発を効果的に促進するため、「職員自己啓
発助成金支給要領」を設けている。 

  職員自己啓発助成
金支給要領 

(4)事務関係諸規程を整備して
いる。 

○ 

毎年度各種規程の点検整備を実施し、必要に応じ
て随時改正・改訂を行っている。 

  組織及び職制に関
する規則 
事務組織と事務分
掌規程 
山梨学院短期大学
の組織及び分掌に
関する規程 

(5)事務部署に事務室、情報機
器、備品等を整備している。 ○ 

毎年度点検を実施し、情報機器・備品等環境整備に
関し、各職員による改善提案を基に、修繕・補充等
の整備を行っている。 

  施設部備品一覧 
情報基盤センター備
品一覧 

(6)防災対策、情報セキュリティ
対策を講じている。 

○ 

毎年度規程の点検整備を実施し、必要な場合は、
随時改訂を行っている。 
教員と連携し、短期大学全員参加の避難訓練を実
施し、実際の避難の際の注意点等を提案し、支援を
行っている。 
情報基盤センター主催の情報セキュリティ研修を実
施している。 

  「防災マニュアル」 
防災訓練実施報告
書 
情報セキュリティポ
リシー 
情報セキュリティ管
理運用規程 

(7)SD 活動に関する規程を整備
し、適切に実施している。 
① 事務職員(専門的職員等を
含む)は、SD 活動を通じて職務
を充実させ、教育研究活動等の
支援を図っている。 

○ 

ＳＤ関係の規程が整備されており、行政職員による
ＳＤ活動とともに、教員のＦＤ活動と連携した教職員
合同研修を実施している。 

  山梨学院短期大学
スタッフ・ディベロッ
プメント委員会規程 

(8)日常的に業務の見直しや事
務処理の点検・評価を行い、改
善している。 

○ 

日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価が
行われている。毎朝の情報共有の時間が定着し、
随時見直し・改善に係る具体的な提案ができ、意見
交換ができる環境となっている。特に、事務処理の
効率化・適正化、また、学生支援方法の改善に関し
ては直ちに改善するよう努力している。また、「目標
管理シート」を用いた自主的な課題設定による改善
も促進している。 

  目標管理シート 

(9)事務職員は、学生の学習成
果の獲得が向上するよう教員
や関係部署と連携している。 

○ 

全ての委員会が教員と事務職員で組織されている。
事務職員も各種委員会へ検討事項の提案をし、随
時連携をとって、学修成果の獲得が向上するよう努
めている。 

  各委員会議事録 
山梨学院短期大学
委員会・学務分掌 

Ⅲ 
| 
A 
| 
4 

人 
事 
・ 
労 
務 
管 
理 
の 
適 
切 
な 
実 
施 

(1)教職員の就業に関する諸規
程を整備している。 

○ 

関連規程に、教職員の就業、職制などを定め、教職
員の適正な就業管理に努めるとともに、教育研究活
動の充実・発展を図っている。また、山梨学院ハラス
メントの防止に関する規則を定め、ハラスメント行為
による、教育・研究、学習、就業環境の悪化の防止
に努めている。またハラスメント防止を強化するため
に、ハラスメント相談・通報に関する学外窓口を設置
した。 

  就業規則 
ハラスメントの防止
に関する規則 
 

(2)教職員の就業に関する諸規
程を教職員に周知している。 

○ 

学校法人 C2C GEJ の規程集がイントラネット化され
随時全教職員から閲覧可能となっている。そのほ
か、学内通知や会議での周知、重要な就業に関す
る諸規程等の変更については、電子メールや共有
フォルダ、シェアポイントを活用して随時通知が行わ
れている。 

  ハラスメント相談・通
報に関する学外窓
口を設置のお知ら
せ 

(3)教職員の就業を諸規程に基
づいて適正に管理している。 

○ 

教職員就業規則に基づき、各所属において適正な
就業管理に努めている。なお、福利厚生として、教
職員の健康管理のため、毎年、健康診断の実施、
また産業医による健康相談を定期的に行っている。
全職員を対象として年１回、「目標管理シート」の提
出や法人本部人事担当者との個別面談を実施し、
職務適性、勤務環境の把握に努め、人事施策や業
務改善に役立てている。 

  学校法人 C2C GEJ
規程集 
就業規則 
職員人事異動取扱
内規 

  

https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
https://ygufaculties.sharepoint.com/sites/hrportal/SitePages/%E5%85%A8%E6%95%99%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%83%BB%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AD%A6%E5%A4%96%E7%AA%93%E5%8F%A3%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.aspx
https://ygufaculties.sharepoint.com/sites/hrportal/SitePages/%E5%85%A8%E6%95%99%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%83%BB%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AD%A6%E5%A4%96%E7%AA%93%E5%8F%A3%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.aspx
https://ygufaculties.sharepoint.com/sites/hrportal/SitePages/%E5%85%A8%E6%95%99%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%83%BB%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AD%A6%E5%A4%96%E7%AA%93%E5%8F%A3%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.aspx
https://ygufaculties.sharepoint.com/sites/hrportal/SitePages/%E5%85%A8%E6%95%99%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E7%9B%B8%E8%AB%87%E3%83%BB%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%AD%A6%E5%A4%96%E7%AA%93%E5%8F%A3%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.aspx
https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
https://regulations.c2c.ac.jp/browse.php?action_treeList
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(1)校地の面積は短期大学設置
基準の規定を充足している。 

○ 
短期大学設置基準に定める校地面積を満たしてい
る（併設大学共用）。 

  基本資料 

(2)適切な面積の運動場を有し
ている。 

○ 

短期大学設置基準に定める適切な運動場を設置し
ている。 
なお、運動場は公式競技も実施可能な面積・設備を
備えている（併設大学共用）。 

  基本資料 
学校法人 C2C GEJ 
ウェブサイト（キャン
パスマップ） 

(3)校舎の面積は短期大学設置
基準の規定を充足している。 

○ 

短期大学設置基準に定める校舎面積を充足してい
る。 
なお、本学は栄養士、製菓衛生師、保育士等各種
専門職養成を行っており、これらの指定基準にも適
合している。 

  基本資料 
学生便覧（校舎案
内） 

(4)校地と校舎は障がい者に対
応している。 

○ 

各建物には身障者用スロープを設置しているほか、
一部の建物では身障者用トイレ、エレベーター等を
設置している。対応していない建物・教室について
は、身障者の履修科目にあわせて、教室変更を行う
など配慮をしている。 

  学校法人 C2C GEJ 
ウェブサイト（キャン
パスマップ） 

(5)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて授
業を行う講義室、演習室、実
験・実習室を用意している。 

○ 

短期大学設置基準に従い、教育研究の充実・目的
達成のために必要な講義室、実験・実習室を備えて
いる。 

  学生便覧（校舎案
内） 

(6)通信による教育を行う学科・
専攻課程を開設している場合に
は、添削等による指導、印刷教
材等の保管・発送のための施
設が整備されている。 

 

      

(7)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて授
業を行うための機器・備品を整
備している。 

○ 

短期大学設置基準の規定に従い、学科の専門性や
学生数等に応じた教育研究上必要な機器・備品を
備えている。 

  備品一覧 

(8)適切な面積の図書館又は学
習資源センター等を有してい
る。 

○ 
短期大学設置基準に従い、適正規模の図書館を設
置している（併設大学共用）。 

  総合図書館ウェブサ
イト（館内配置図） 

(9)図書館又は学習資源センタ
ー等の蔵書数、学術雑誌数、
AV 資料数及び座席数等が適
切である。① 購入図書選定シ
ステムや廃棄② 図書館又は学
習資源センター等に参考図書、
関連図書を整備している。"シ
ステムが確立している。 

○ 

学科の種類、専攻課程に応じた教育研究上必要な
図書、学術雑誌、視聴覚資料を備えており、学生、
教職員が学習・教育・研究する上で必要な情報を提
供している。また、教育研究活動促進のための閲覧
室、グループ学習室、学習・談話室等を備え、利便
性を重視した学習環境を整備している。 
①図書除籍・廃棄システムが確立している。 
②図書館に参考図書、関連図書を整備している。 

  山梨学院総合図書
館規程 
山梨学院総合図書
館資料管理規程 
山梨学院総合図書
館利用規程 
山梨学院総合図書
館利用のしおり 
山梨学院総合図書
館 総合目録 

(10)適切な面積の体育館を有し
ている。 ○ 

短期大学設置基準に従い、適切な面積を有する体
育館を備えている（併設大学共用）。 

  学校法人 C2C GEJ 
ウェブサイト（キャン
パスマップ） 
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Ⅲ 
教 
育 
資 
源 
と 
財 
的 
資 
源 

Ⅲ 
| 
B 

物 
的 
資 
源 

Ⅲ 
| 
B 
| 
2 

施 
設 
設 
備 
の 
維 
持 
管 
理 
の 
適 
切 
な 
実 
施 

(1)固定資産管理規程、消耗品
及び貯蔵品管理規程等を、財
務諸規程に含め整備している。 

○ 

資産管理・会計処理の適切な実施のため、学校法
人山梨学院寄附行為とこれに基づく関連規程を整
備している。 

  学校法人 C2C GEJ
規程集  第１編  基
本 
学校法人 C2C GEJ
寄附行為 
学校法人 C2C GEJ
規程集  第７編  財
務 
会計規程 
資産管理規程 

(2)諸規程に従い施設設備、物
品(消耗品、貯蔵品等)を維持管
理している。 

○ 

山梨学院資産管理規程に基づき、保守・点検・維持
管理を行っている。 

  学校法人 C2C GEJ
規程集  第７編  財
務 
資産管理規程 

(3)火災・地震対策、防犯対策の
ための諸規則を整備している。 

○ 

山梨学院危機管理規程等において危機管理体制や
対処方法等を定めている。また、火災、自然災害等
については、山梨学院消防計画、地震防災応急計
画により行動計画等を策定している。学生に対して
は学生用緊急行動マニュアル、避難場所・避難経路
を示している。 

  学校法人 C2C GEJ
規程集 第４編 第２
章  庶務 
危機管理規程 
消防計画 
地震防災応急計画 
学校法人 C2C GEJ 
ウェブサイト（災害指
針） 

(4)火災・地震対策、防犯対策の
ための定期的な点検・訓練を行
っている。 

○ 

法令に基づき専門業者による各建物の防災設備等
の定期点検を実施している。キャンパス内には災害
時の備蓄品を保管する倉庫、ライフラインベンダー、
ＡＥＤを設置している。日常的に機械警備及び警備
会社による夜間のキャンパス内巡回警備を実施し、
キャンパス及びその周辺の安全管理に努めている。
学生を対象とした防災訓練も平成 23 年度より実施
している。 

  学校法人 C2C GEJ 
ウェブサイト（災害指
針） 

(5)コンピュータシステムのセキ
ュリティ対策を行っている。 

○ 

ファイヤーウォール等によるネットワーク上のセキュ
リティ対策に加え、サーバーやパソコンにおけるウイ
ルス対策を実施している。また、データバックアップ
は、日次で世代管理し、分散保管を行い、リスクの
低減を図っている。 

  情報セキュリティポ
リシーの公開(ウェブ
サイト) 
・
http://www.ygu.jp/a
boutygu/information
security.html 
・情報セキュリティポ
リシー（基本方針・
対策基準） 
・情報セキュリティ管
理運用規程  
・プライバシーポリシ
ー（個人情報保護方
針） 
    ⇒
http://www.ygu.jp/p
rivacypolicy/ 
・学校法人 C2C GEJ 
CSIRT（情報基盤セ
ン タ ー ） ⇒
https://www.ygu.ac.j
p/computer/ygu_csi
rt.html 

(6)省エネルギー・省資源対策、
その他地球環境保全の配慮が
なされている。 

○ 
山梨学院環境対策・省エネルギー化に関する規程
に基づき、燃料資源の有効利用の確保とエネルギ
ー使用の合理化・効率化を行っている。 

  環境対策・省エネル
ギー化に関する規
則 
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術 
的 
資 
源 
の 
整 
備 

(1)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて技
術サービス、専門的な支援、施
設設備の向上・充実を図ってい
る。 

○ 

教育課程に基づいた環境整備をしている。ハード・ソ
フトウェアの向上、充実のための各種整備を行って
いる。 

   

(2)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて情
報技術の向上に関するトレーニ
ングを学生及び教職員に提供
している。 

○ 

学生に対しては、情報処理演習Ⅰ・Ⅱ、基礎演習、
卒業演習等の授業の中で、情報技術の向上に関す
るトレーニングを提供している。情報リテラシー教育
についても、同授業や社会人基礎力育成講座の中
で実施している。教職員に対しては、ＦＤ活動を通し
て情報技術の向上を目指している。今年度も、コロ
ナの長期化に伴い、2020年度・2021年度に続いて、
コロナ禍でオンライン授業を実施することもあり、ＦＤ
研修会を重ねて、全教員が学習支援システムやＺｏ
ｏｍ等を使ってオンライン授業を実施することができ
た。 

  シラバス 
ＦＤ研修会実施報告
書 

(3)技術的資源と設備の両面に
おいて計画的に維持、整備し、
適切な状態を保持している。 

○ 

学生に対しては、情報リテラシー教育を実施してい
る。 
IＣＴを利活用する教育環境においては、質保証やセ
キュリティ確保などに基づき、定期保守を実施しな
がら、「学びの継続」に適した環境保持を展開してい
る。 

    

(4)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて技
術的資源の分配を常に見直し、
活用している。 

○ 

本法人情報基盤センターが設置学校の教育課程編
成・実施の方に基づいて技術的資源の分配を常に
見直している。今年度においても、昨年度から実行
されている、併設大学における教務システム・学習
支援システムをはじめとするシステムの更新が継続
された。そのため、そちらへの技術的資源の分配が
多くなる時期となったが、短期大学においては現状
の分配で学生に十分な学習環境を提供をできてい
る。 

  学内システム刷新ス
ケジュール 

(5)教職員が学科・専攻課程の
教育課程編成・実施の方針に
基づいて授業や学校運営に活
用できるよう、学内のコンピュー
タ整備を行っている。 

○ 

教職員に個人用 PC（1人 1台）を整備している。 
また、パソコン室（54 台×２部屋）設置し、学生が使
用できる状況になっている。 

  学校法人 C2C GEJ
情報環境ガイドライ
ン 

(6)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて、
学生の学習支援のために必要
な学内 LAN を整備している。 

○ 

ギガビット高速基幹 LAN・支線 LAN・Wi-Fi を整備し
ている。 

  学校法人 C2C GEJ
情報環境ガイドライ
ン 

(7)教員は、新しい情報技術など
を活用して、効果的な授業を行
っている。 

○ 

ＬＭＳ（学習支援システム）の活用及び office ツール
を利用し、効果的な授業を展開している。コロナの
長期化に伴い、2020 年度・2021 年度に続き、オンラ
イン授業も継続的に実施することで、教員は、より一
層従前とは異なる新しい情報技術を活用し、経験値
を高める機会を得た。授業評価アンケートの結果か
らは、オンライン授業は、学生が何度も復習できる、
自分のペースで勉強できるなど、メリットも多く、効果
的な授業形態であることがわかった。 

    

(8)学科・専攻課程の教育課程
編成・実施の方針に基づいて授
業を行うコンピュータ教室、マル
チメディア教室、CALL 教室等
の特別教室を整備している。 

○ 

コンピュータ実習室（54 台×2 室）及び総合図書館
所属の情報プラザにおいて学生、教職員が共同利
用可能な施設を整備している。 

  学校法人 C2C GEJ
情報環境ガイドライ
ン 
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(1)計算書類等に基づき、財的
資源を把握し、分析している。 

○ 
学校法人会計基準に基づき、計算書類等により財
的資源を把握し、分析している。 

  財産目録等 

① 資金収支及び事業活動収
支は、過去 3年間にわたり均衡
している。 △ 

法人においては直近 2年間の事業活動収支差額は
計画的な教育投資等により、収入超過の状況に改
善している。資金収支関係では主たる収入である学
生生徒等納付金収入は増加傾向にあり資金的に安
定している。 

  事業報告書 
部門別事業活動収
支計算書比率表 

② 事業活動収支の収入超過
又は支出超過の状況につい
て、その理由を把握している。 

○ 

法人全体の事業活動収支差額は直近 2 年間は収
入超過で推移している。主たる収入である学生生徒
等納付金収入が増加傾向にあり資金的に安定して
いるためと理解している。 

  事業報告書 
部門別事業活動収
支計算書比率表 

③ 貸借対照表の状況が健全
に推移している。 

○ 
積極的な設備投資により固定資産を取得したため、
流動比率が低めである。 

  貸借対照表比率表 

④ 短期大学の財政と学校法人
全体の財政の関係を把握して
いる。 ○ 

短期大学の事業活動収支差額は、収入超過で推移
している。 
また、短大の法人全体に占める財政の割合は、事
業活動収入及び事業活動支出ともに約 7%～9%であ
る。 

  事業報告書 
部門別事業活動収
支計算書比率表 

⑤ 短期大学の存続を可能とす
る財政を維持している。 

○ 

短期大学における過去 3 年間の事業活動収支差額
は、収入超過となっており、安定的に短期大学の存
続を可能とする財政状況である。なお、大規模な設
備投資は、法人全体で負担し、それ以外の経費に
ついては、予算編成時から執行時及び執行後の評
価まで細部にわたって管理している。 

  事業報告書 
部門別事業活動収
支計算書比率表 

⑥ 退職給与引当金等を目的ど
おりに引き当てている。 

○ 

退職給与引当金の計上等に係る会計処理は従来
から「22 高私参第 11 号」のとおり統一して処理を行
っている。退職給与引当金は目的どおり引き当てら
れている。 

  事業報告書 
計算書類 

⑦ 資産運用規程を整備するな
ど、資産運用が適切である。 

○ 
山梨学院資金運用規程にしたがい、適切な運用を
行なっている。 

  資金運用規程 
事業報告書 

⑧ 教育研究経費は経常収入
の 20％程度を超えている。 ○ 

短期大学における過去 3 年間の教育研究経費比率
は、30%以上の数値で推移している。 

  事業報告書 
部門別事業活動収
支計算書比率表 

⑨ 教育研究用の施設設備及
び学習資源(図書等)について
の資金配分が適切である。 

○ 
毎年度事業計画に基づき予算編成が行われてお
り、学習資源への資金配分は適性に実施している。 

  事業報告書 
部門別事業活動収
支計算書比率表 

⑩ 公認会計士の監査意見へ
の対応は適切である。 

○ 
公認会計士からの監査意見については理事長以下
適切に対応している。 

  監査報告書 

⑪ 寄付金の募集及び学校債
の発行は適正である。 

○ 
短期大学において寄付金の募集はしていない。 
学校債は発行していない。 

    

⑫ 入学定員充足率、収容定員
充足率が妥当な水準である。 

○ 

短期大学の一部学科に定員の未充足はあるもの
の、文部科学省の指導を遵守した入試選抜を行っ
た結果であり、入学定員充足率及び収容定員充足
率は妥当な水準を維持している。 

  ５月１日学校基本調
査 

⑬ 収容定員充足率に相応した
財務体質を維持している。 

○ 

法人全体の財務体質は、主に各設置学校における
計画的な教育投資の増加により支出超過であるも
のの、定員充足率に相応した財務体質を維持して
いる。 
短期大学にあっては、収入超過となっており、安定
的な財務体質が維持されている。 

  事業報告書 
部門別事業活動収
支計算書比率表 

(2)財的資源を毎年度適切に管
理している。 

○ 
学校法人会計基準に基づき、財的資源を適切に管
理している。 

  財産目録等 

① 学校法人及び短期大学は、
中・長期計画に基づいた毎年度
の事業計画と予算を、関係部門
の意向を集約し、適切な時期に
決定している。 

○ 

関係部門作成の事業計画に基づき、適正な予算編
成及び理事会の決定がなされている（予算編成１０
月、決定翌年３月）。 

  事業計画書 
予算編成会議資料 
理事会議事録 

② 決定した事業計画と予算を
速やかに関係部門に指示して
いる。 

○ 
理事会での予算承認後、各予算単位部門の責任者
に決定を通知する会議を開催するとともに、詳細は
「会計システム」から確認できる体制を整えている。 

  会 計 シ ス テ ム
(Dr.Budget) 

③ 年度予算を適正に執行して
いる。 

○ 
予算単位部門の責任者の責任において、適正に予
算執行を行っている。 

  各所属での予算管
理書類 

④ 日常的な出納業務を円滑に
実施し、経理責任者を経て理事
長に報告している。 

○ 
日常的出納業務は円滑に実施しており、法人本部
財務部の責任者による理事長への報告も必要に応
じて随時行っている。 

  収支状況等報告
書、キャッシュフロー
計算書(月次) 

⑤ 資産及び資金(有価証券を
含む)の管理と運用は、資産等
の管理台帳、資金出納簿等に
適切な会計処理に基づいて記
録し、安全かつ適正に管理して
いる。 

○ 

資産及び資金管理関係の書類は学校法人会計基
準に則り、適切に管理している。 

  会計規程 
計算書類等 

⑥ 月次試算表を毎月適時に
作成し、経理責任者を経て理事
長に報告している。 

○ 
毎月、法人本部の会計責任者が理事長への報告を
行っている。 

  収支状況報告書、
キャッシュフロー計
算書(月次) 
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(1)短期大学の将来像が明確に
なっている。 

○ 
中期計画を策定し短期大学の将来像の明確化が図
られている。 

  中期計画書（事業計
画） 

(2)短期大学の強み・弱みなど
の客観的な環境分析を行って
いる。 

○ 

短期大学では、入学志願者及び卒業時の就職先の
動向について、各種統計資料を用いながら分析が
行われ、法人全体で作成される事業計画に反映し
ている。 

  山梨県各種統計資
料 

(3)経営実態、財政状況に基づ
いて、経営(改善)計画を策定し
ている。 
① 学生募集対策と学納金計画
が明確である。 
② 人事計画が適切である。 
③ 施設設備の将来計画が明
瞭である。 
④ 外部資金の獲得、遊休資産
の処分等の計画を持っている。 

○ 

短期大学と法人本部総務部、人事部、財務部、施
設部等との連携のもと、事業計画を策定し、理事会
にて審議・承認している。 

  理事会議事録 
予算決算書 
事業計画 
中期計画（人事計
画） 

(4)短期大学全体及び学科・専
攻課程ごとに適切な定員管理と
それに見合う経費(人件費、施
設設備費)のバランスがとれて
いる。 

○ 

短期大学教授会において適切な定員管理を行い、
法人本部人事部にて人件費のバランスを取ってい
る。 
施設設備に関しては、施設部にて検討し、理事会の
承認を得ている。 

  教授会議事録 
理事会議事録 

(5)学内に対する経営情報の公
開と危機意識の共有ができて
いる。 ○ 

経営情報についてはウェブサイト上で公開され、危
機意識も共有されている。 

  事業報告書（ウェブ
サイト公開） 
https://www.ygjc.ac.
jp/about/document.
html 
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大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

Ⅳ 
リ 
| 
ダ 
| 
シ 
ッ 
プ 
と 
ガ 
バ 
ナ 
ン 
ス 

Ⅳ 
| 
A 

理 
事 
長 
の 
リ 
| 
ダ 
| 
シ 
ッ 
プ 

Ⅳ 
| 
A 
| 
1 

理 
事 
会 
等 
の 
学 
校 
法 
人 
の 
管 
理 
運 
営 
体 
制 
の 
確 
立 

(1)理事長は、学校法人の運営
全般にリーダーシップを適切に
発揮している。 
① 理事長は、建学の精神・教
育理念、教育目的・目標を理解
し、学校法人の発展に寄与でき
る者である。 
② 理事長は、学校法人を代表
し、その業務を総理している。 
③ 理事長は、毎会計年度終了
後 2月以内に、監事の監査を受
け理事会の議決を経た決算及
び事業の実績(財産目録、貸借
対照表、収支計算書及び事業
報告書)を評議員会に報告し、
その意見を求めている。 

○ 

理事長は、私立学校法及び C2C Global Education 
Japan 寄附行為に基づき、学校法人全体を総理し、
学校法人の運営に適切なリーダーシップを発揮して
いる。 

  寄附行為 
理事会議事録 

(2)理事長は、寄附行為の規定
に基づいて理事会を開催し、学
校法人の意思決定機関として
適切に運営している。 
① 理事会は、学校法人の業務
を決し、理事の職務の執行を監
督している。 
② 理事会は、理事長が招集
し、議長を務めている。 
③ 理事会は、認証評価に対す
る役割を果たし責任を負ってい
る。 
④ 理事会は、短期大学の発展
のために、学内外の必要な情
報を収集している。 
⑤ 理事会は、短期大学の運営
に関する法的な責任があること
を認識している。 
⑥ 理事会は、学校法人運営及
び短期大学運営に必要な規程
を整備している。 

○ 

理事会は、私立学校法及び学校法人 C2C Global 
Education Japan寄附行為に基づき開催しており、最
高意思決定機関として充分機能している。 
① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務
の執行を監督している。 
② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めてい
る。 
③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任
を負っている。 
④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の
必要な情報を収集している。 
⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責
任があることを認識している。 
⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に
必要な規程を整備している。 

  寄附行為 
理事会議事録 

(3)理事は、法令及び寄附行為
に基づき適切に構成されてい
る。 
① 理事は、学校法人の建学の
精神を理解し、その法人の健全
な経営について学識及び識見
を有している。 
② 理事は、私立学校法の役員
の選任の規定に基づき選任さ
れている。 
③ 寄附行為に学校教育法校
長及び教員の欠格事由の規定
を準用している。 

○ 

学校法人の理事は、私立学校法及び学校法人 C2C 
Global Education Japan 寄附行為に基づき、適切な
構成である（定員 7名、現員 7名）。 

  寄附行為 
理事名簿 
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大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

Ⅳ 
リ 
| 
ダ 
| 
シ 
ッ 
プ 
と 
ガ 
バ 
ナ 
ン 
ス 

Ⅳ 
| 
B 

学 
長 
の 
リ 
| 
ダ 
| 
シ 
ッ 
プ 

Ⅳ 
| 
B 
| 
1 

学 
習 
成 
果 
を 
獲 
得 
す 
る 
た 
め 
の 
、 
教 
授 
会 
等 
の 
短 
期 
大 
学 
の 
教 
学 
運 
営 
体 
制 
の 
確 
立 

(1)学長は、短期大学の運営全
般にリーダーシップを発揮して
いる。 
① 学長は、教学運営の最高責
任者として、その権限と責任に
おいて、教授会の意見を参酌し
て最終的な判断を行っている。 
② 学長は、人格が高潔で、学
識が優れ、かつ、大学運営に関
し識見を有している。 
③ 学長は、建学の精神に基づ
く教育研究を推進し、短期大学
の向上・充実に向けて努力して
いる。 
④ 学長は、学生に対する懲戒
(退学、停学及び訓告の処分)の
手続を定めている。 
⑤ 学長は、校務をつかさどり、
所属職員を統督している。 
⑥ 学長は、学長選考規程等に
基づき選任され、教学運営の職
務遂行に努めている。 

○ 

学長は、短期大学の運営全般についてリーダーシッ
プを発揮している。学長選考については、選考規程
に基づき行われている。 

  研究業績書・履歴書 
学長選考規程 

(2)学長等は、教授会を学則等
の規定に基づいて開催し、短期
大学の教育研究上の審議機関
として適切に運営している。 
① 教授会を審議機関として適
切に運営している。 
② 学長は、教授会が意見を述
べる事項を教授会に周知してい
る。 
③  学長は、学生の入学、卒
業、課程の修了、学位の授与
及び自ら必要と定めた教育研
究に関する重要事項について
教授会の意見を聴取した上で
決定している。 
④ 学長等は、教授会規程等に
基づき教授会を開催し、併設大
学と合同で審議する事項があ
る場合には、その規程を有して
いる。 
⑤ 教授会の議事録を整備して
いる。 
⑥ 教授会は、学習成果及び三
つの方針に対する認識を共有
している。 
⑦ 学長又は教授会の下に教
育上の委員会等を規程等に基
づいて設置し適切に運営してい
る。 

○ 

教授会は規程に基づき定期的に開催しており、教
育・研究及び短期大学運営における審議機関として
適正に運営している。また、拡大教授会において教
育目標や学習成果、課題等について、教職員の共
通認識が図られている。各種委員会に関しては、委
員会規程の基、適切に運営している。教授会、委員
会議事録は事務局が管理している。 

  拡大教授会議事録 
各種委員会議事録 
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大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

Ⅳ 
リ 
| 
ダ 
| 
シ 
ッ 
プ 
と 
ガ 
バ 
ナ 
ン 
ス 

Ⅳ 
| 
C 

ガ 
バ 
ナ 
ン 
ス 

Ⅳ 
| 
C 
| 
1 

監 
事 
の 
適 
切 
な 
業 
務 

(1)監事は、学校法人の業務及び財
産の状況について適宜監査してい
る。 

○ 

監事は、私立学校法及び学校法人 C2C Global 
Education Japan 寄附行為に基づき、監事面談を行
ったうえで監査結果の報告書を理事会及び評議員
会に提出している。 

  寄附行為 
監査報告書 

(2)監事は、学校法人の業務又は財
産の状況について、理事会及び評
議員会に出席して意見を述べてい
る。 

○ 

監事は理事会、評議員会に出席し、本法人の業務
及び予算、財産に関する意見陳述を行っている。 

  寄附行為 
理事会議事録 
評議員会議事録 

(3)監事は、学校法人の業務又は財
産の状況について、毎会計年度、
監査報告書を作成し、当該会計年
度終了後 2月以内に理事会及び評
議員会に提出している。 

○ 

毎会計年度終了後、監査報告書作成と、会計年度
終了後 2 か月以内に開催される理事会及び評議員
会への提出が行われている。 

  寄附行為 
監査報告書 
理事会議事録 
評議員会議事録 

Ⅳ 
| 
C 
| 
2 

評 
議 
員 
会 
の 
適 
切 
な 
運 
営 

(1)評議員会は、理事の定数の 2 倍
を超える数の評議員をもって、組織
している。 
 
 

○ 

寄附行為で定めた理事定数は 7 名、評議員定数は
15名であり、理事定数の 2倍を超えた評議員数とな
っている。 

  寄附行為 
役員名簿 
評議員名簿 

(2)評議員会は、私立学校法の評議
員会の規定に従い、運営している。 
 
 
 

○ 

評議員会は、私立学校法の評議員会の規定及び
C2C Global Education Japan 寄附行為に従い、運営
している。 

  寄附行為  
評議員会議事録 

Ⅳ 
| 
C 
| 
3 

説 
明 
責 
任 

(1)学校教育法施行規則の規定に
基づき、教育情報を公表している。 

○ 

学校教育法施行規則を含めた関係法令に基づき、
学生の修学及び学習の状況（三つの方針及びアセ
スメントプラン、並びに教育諸条件に関する情報を
含む）、教職課程等の運営状況、教育研究組織の
基礎的な情報、自己点検・評価及び認証評価に関
する情報、、公的研究費の管理・監査及び学術研究
倫理に関する情報等を公表している。 

  ウェブサイト（情報の
公表）  

(2)私立学校法の規定に基づき、財
務情報を公開している。 

○ 
私立学校法に基づき、事業報告を含め、財務状況
を公表している。 

  法人ウェブサイト（財
務状況等の公表）  
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大 
項 
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

短期大学基準協会における観点 
評
価 

評価（C）コメント 
改善（A）コメント 
（具体的な内容・ 
方法・時期） 

根拠となる資料 

 本 
学 
独 
自 

自 
立 
支 
援 

(1)自立支援対象生徒への入学前
支援 

○ 

オープンキャンパスや面談を通じて、自立支援入試
による入学希望者および本人担当施設職員への詳
しい説明を行い、次年度 2 名の入学生を迎えること
へつながった。 
学習のための問題集の貸与を行える体制も常時整
えている。 
入学希望者の参加も念頭に置いた自立へ向けた食
育教室も、本年度実施することができた。 

  H19 GP 申請書、GP
紹介パンフ、「長期
的自立支援に関す
る規程」、長期的自
立支援制度の利用
についてのプリント、
会議録 

(2)自立支援学生への在学中支援 

○ 

本年度は 1 名の対象学生が在籍している。自立支
援委員を中心に、対象学生の学科の教員や学生本
人・出身施設職員との連携を図りつつ、経済・修学・
心理・生活支援を行った。 

  H19 GP 申請書、GP
紹介パンフ、「長期
的自立支援に関す
る規程」、会議録 

(3)自立支援学生への卒業後支援 

○ 

対象学生の卒業時に卒業後支援として自立支援担
当教職員よりアクセスがあることを予め伝えている。 
委員から担当する卒業生に連絡を入れるという体制
を継続実施し、近況を委員間で共有している。 
卒業生の方からも、状況に応じて自立支援委員をは
じめ本学教職員に相談のための連絡があり、その
都度丁寧に対応している。 

  H19 GP 申請書、GP
紹介パンフ、「長期
的自立支援に関す
る規程」、自立支援
日誌、会議録 
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8. 学習成果 

8.1. 学習成果をどのように規定しているか（３つのポリシーとアセスメントプラン） 

本学では、建学の精神・教育理念・教育目標を受けて、各科・コースにディプロマ・ポリシー（卒業まで

に身に付けさせたい力）を定めている。本学ではこれを学習成果ととらえている。そして、このディプロマ・ポ

リシー（卒業までに身に付けさせたい力）で具体的に示されている学習成果を達成するために、これに

対応した教育課程を構造的に編成している（本学ではこれをカリキュラム・ポリシー（教育課程編成の

考え）と呼んでいる）。したがって、各授業科目の到達目標（シラバスに明記）は、ディプロマ・ポリシー

（卒業までに身に付けさせたい力）に対応したものとなっている。また、本学では、入学までにどのような

力を有しているかを示したアドミッション・ポリシーを定めている。アドミッション・ポリシーは、ディプロマ・ポリシ

ー（卒業までに身に付けさせたい力）を踏まえて設定されている。 

本学では、３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を踏ま

え、学生の学習成果を評価するための方針（アセスメントプラン）を定めている。アセスメントプランは、

授業科目レベル・教育課程レベル・機関レベルからなる。授業科目レベルでは、成績評価、授業評価ア

ンケートを活用している。教育課程レベルでは、GPA、専門的知識外部試験（食物栄養科）、実力

養成試験（保育科）、専門的実践力外部試験、ボランティア・パスポート、単位習得状況、資格・免

許取得状況、卒業生アンケート、就職先アンケートを活用している。中でも GPA をディプロマ・ポリシー

（卒業までに身に付けさせたい力）の達成状況の指標としていることは本学の特色である。通常 GPA 

は個人の成績評価に用いるものであるが、本学では、科・コース、学年ごとのディプロマ・ポリシー（卒業ま

でに身に付けさせたい力）の達成状況を測定する指標としても用いている。機関レベルでは、入学試験、

入学時意識調査、入学者追跡調査、学修時間調査、学修行動調査、卒業時満足度調査、休学率

及び退学率、卒業率、学位授与数、就職率、進学率、自己点検・評価、学外助言評価を用いている。

科・コースの３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）の関連に

ついて示す。 
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【食物栄養科栄養士コース】 
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【食物栄養科 パティシエコース】 
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【保育科】 
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【専攻科保育専攻】 
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8.2. どのように学習成果の向上・充実を図っているか 

学習成果（＝ディプロマ・ポリシー）の向上・充実の取組は、様々な手法で行われている。主なものを

以下にあげる。 

• 「ディプロマ・ポリシー（卒業までに身に付けさせたい力）」として、学習成果を明確に定め、GPＡを用いて本学

独自に数値化している。12 のディプロマ・ポリシーに対応する授業科目の GPA を年度ごとに算出し、2.0 を達

成すべき水準としている。この取組により、学生の学習成果の達成状況が可視化され、学習成果向上のため

の課題を把握できる。 

• 本学は 2016 年度に文部科学省大学教育再生加速プログラム（AP）テーマⅤ「卒業時における質保証の

取組の強化」に採択され、学生が、卒業時に、専門職として真に社会に貢献しうる力を身に付けることができる

よう取組を進めてきた。2019 年度末に補助期間は終了したが、本取組は継続して実施している。 

• タブレット PC を学生に貸与し、学修支援システム「PROPERTIES e-learning」を用いた学修支援を行って

いる。タブレット PC は学生の学修をサポートしている。 

• 学習成果の外部評価（専門的知識外部試験、専門的実践力外部試験）の導入により、学習成果評価

の客観性を高め、結果を共有し教育改善に活かしている。 

• 学習成果を学外に周知する目的で「学修成果証明書（学修成果レーダーチャート）」を就職先に配付して

いる。就職先アンケートによりこの周知度や活用度を確認している。 

• 学生代表が参画する FD 研修を開催し、授業改善についての意見を聴取する機会を設け、教育活動の改善

に役立てている。 

• 科内会議では、毎回必ず「学生の動向と支援」が議題の 1 つに挙げられ、各学生の学習成果の達成にむけ

て、個々にどのような支援を行っていくべきか、実態の評価と、改善策の検討がなされている。その内容は科内

会議録を介して事務職員にも共有されている。 

• 教員はシラバスに示す、学習成果に対応した到達目標、授業内容を基に授業を進めている。学習成果の評

価、すなわち、成績評価については、正確・公正な評価を目指して FD 研修等も実施している。また、「学生

による授業評価アンケート」等を行い、授業改善に積極的に取り組んでいる。 

• シラバスの記載内容については全教員でチェックする機会を設け、適切なシラバスの明示化を行うとともに、教

育内容の共有化を図っている。 

• 各科目の成績割合（○A ABCD）を一覧表に示し、公正な評価を目差した情報の共有と成績評価の振り返

りを行っている。 

• 各科目の到達目標の達成度を授業評価アンケートで問い、一覧表に示すとともに授業改善に活用している。 

• 学外実習委員会を設けており、各学外実習担当教員が連携して学生を支援し、実践力の向上を図ってい

る。 

• 卒業生・修了生就職先アンケート、卒業生アンケート、入学時意識調査、卒業時満足度調査など、各種調

査を実施している。これらの結果については教員間で共有され、授業改善に生かされている。 

• 学外助言評価委員会を開催し、本学の教育について学外専門家から意見を聴取している。得られた意見を

反映させ、卒業時の質保証への取組や教育課程編成を見直している。 

• 事務職員も科・コースの学修成果の獲得に向けて責任を果たしている。学生の単位修得状況、履修状況、

免許資格取得状況などの把握に加えて、教員と連携を図りながら、必要に応じて適宜、学生の相談に対応し
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ている。 

• １年次前期の基礎演習の時間に学内施設の利用方法を説明する機会を設け、図書館やコンピューター施

設などが有効活用されるようにしている。 

• 実力養成試験や単位化された特別講座(栄養士特講、製菓衛生師特講)を通して専門分野の学習の充実

を図っている。加えて、基礎学力が不足する学生に対して、個別の支援や正課外の講座を実施している。また、

学習意欲がより高い学生に対しては、「学生チャレンジ制度」や「４年一貫教育プログラム」を通して、学習の

支援を行っている。 

• 学生相談室ほか学生の生活を支援する体制を整えている。 

• 数理・データサイエンス・AI 教育を推進するために、ワーキンググループを立ち上げ、認定制度の導入を検討し

ている。 

 

8.3. 2022 年度学修成果 

8.3.1. 各学科の免許・資格取得の状況 

（合格率は受験者数を、取得率は該当する学科の在籍者数を分母とする。） 

【食物栄養科】 

 

【保育科】 

年度 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度 

種別 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 

保育士資格 126名  93% 152名  91% 139 名  97% 151 名  94% 150 名  97% 

幼稚園教諭二種免許状 124名  92% 147名  88% 137 名  95% 153 名  96% 151 名  97% 

小学校教諭二種免許状 11名  8％ 17名  10％ 11 名  7％ 1 名  1% 7 名  5% 

ピアヘルパー 18名 100% 6% 10名 100% 6% 5 名 83% 3 % 13 名 87% 8% 16 名 94% 10% 

認 定 ベビーシッター 78名  58% 32名  19% 79 名  55% 88 名  55% 101 名  65% 

 

【専攻科保育専攻】 

年度 2021 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度 

種別 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 

幼稚園教諭一種免許状 24 名  100％ 14 名  100％ 20 名  100％ 21 名  100% 19 名  100% 

小学校教諭一種免許状 11 名  46% 8 名  57% 13 名  65％ 11 名  52% 13 名  68% 

 

年度 2022 年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度 2018 年度 

種別 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 取得者数 合格率 取得率 

栄養士資格 52 名  91% 54 名  96% 72 名  99% 52 名  95% 59 名  97% 

製菓衛生師免許証 14 名 74% 70％ 20 名 95% 87％ 13 名 82% 76% 18 名 82% 78% 17 名 94% 89% 

レストランサービス技能検定 3 名 75％ 4％ 7 名 88％ ９％ 4 名 66％ 4％ ５名 83% 9% 8 名 100% 10% 

スイーツマイスター 23 名 100% 30% 25 名 100% 31% 18 名 100% 20％ 25 名 100% 32% 23 名 100% 29% 
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 資格取得率は、栄養士資格の取得率は 91%、製菓衛生師免許証の取得率は 70％、保育士資

格の取得率は 93%、幼稚園教諭二種免許状の取得率は 92％であった。小学校教諭二種免許状の

取得率は 8%であった。 

 

8.3.2. GPA によるディプロマ・ポリシーの達成度 

GPA:A○=4 点 A=3 点 B=2 点 C=1 点 D or(-)=0 点 の合計を総履修単位数で割った数値 

 

【食物栄養科栄養士コース】 

ディプロマ・ポリシー 
GPA 

2022 2021 2020 2019 2018 

総
合
的
人
間
力 

1NPC 
主体的に学ぶ姿勢をもち、地域社会の課

題解決に取り組むことができる 
2.97 - - - - 

*1N 

教養科目、外国語、学際科目での学習を

通じて、日本文化の理解を深め、地球的視

点から多面的に物事を考えることができる 

- 2.62 2.65 2.56 2.52 

2NPC 
日本文化や異文化の理解を深め、国際的

視点から物事を考えることができる 
2.58 - - - - 

*2N 

基礎演習、社会人基礎力育成講座、学生

サークル活動等を通じて、豊かな人間性の

基礎的資質を獲得している 

- 2.98 2.96 2.95 2.93 

3NPC 
豊かな感性と健康な心身の基礎的資質を

獲得している 
2.84 - - - - 

*3N 

芸術科目、体育等の学習を通じて、豊かな

感性と健康な心身の基礎的資質を獲得し

ている 

- 2.77 2.76 2.72 2.53 

4NPCA 

言語的・数量的処理の方法や自然科学へ

の理解を深め、論理的視点から物事を考え

ることができる 

2.27 - - - - 

*4N 
コンピューターをつかって、言語的、数量的な

処理ができる 
- 2.65 2.62 2.32 2.28 

専
門
的
知
識 

5N 
社会生活と健康との関わりや公衆衛生学に

関する基礎的な知識を有している 
2.13 2.28 2.13 2.14 2.25 

6N 
人体の構造と機能に関する基本的な知識と

技術を習得している 
2.48 2.49 2.45 2.31 2.27 

7N 
食品と衛生に関する基本的な知識と技術を

修得している 
2.52 2.75 2.66 2.54 2.48 
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8N 
ライフステージと疾患に対応した栄養管理が

できる 
2.58 2.57 2.53 2.40 2.45 

9N 
栄養や健康の基本的な指導を行うことがで

きる 
2.37 2.39 2.40 2.37 2.11 

専
門
的
実
践
力 

10N 
給食の運営、調理に関する基礎的な知識

や技術を習得している 
2.53 2.80 2.62 2.43 2.56 

11N 

実習および事前事後の指導を通じて、栄養

士業務の実際を体験的に学び、栄養士とし

ての実践力を身に付けている 

2.77 2.78 2.69 2.77 2.69 

12NP 

食生活や健康の問題について考え、口頭ま

たは文章によって論理的に表現することがで

きる 

2.92 2.73 2.83 2.82 2.79 

*昨年度 (2021 年度) までのディプロマ・ポリシー 

 

2022 年度よりディプロマ・ポリシーの 1, 2, 3, 4 について見直しが行われ、それに伴って各ディプロマに対応す

る授業を再配置した。新しい DP1 に対応する授業は卒業必修科目となる基礎演習や社会人基礎力育成講

座であるため、GPA 平均値が高くなっている。全てのディプロマについて、GPA 平均は 2.0 (B 評価) を超えて

いるため、ディプロマ・ポリシー (卒業までに身に付けさせたい力) は達成されていると考えられるが、全平均は

2.58 であるため、それよりも低い値が多い 「専門的知識」 に該当する分野について、更なる授業改善による

学生の知識習得の向上を目指す必要があると考えられる。 

 

【食物栄養科パティシエコース】 

ディプロマ・ポリシー 
GPA 

2022 2021 2020 2019 2018 

総
合
的
人
間
力 

1NPC 
主体的に学ぶ姿勢をもち、地域社会の課

題解決に取り組むことができる 
2.98 - - - - 

*1P 

教養科目、外国語、学際科目での学習を

通じて、日本文化の理解を深め、地球的

視点から多面的に物事を考えることができ

る 

- 2.70 2.73 2.48 2.75 

2NPC 
日本文化や異文化の理解を深め、国際

的視点から物事を考えることができる 
2.90 - - - - 

*2P 

基礎演習、社会人基礎力育成講座、学

生サークル活動等を通じて、豊かな人間性

の基礎的資質を獲得している 

- 2.95 2.88 2.96 2.99 

3NPC 
豊かな感性と健康な心身の基礎的資質を

獲得している 
2.81 - - - - 
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*3P 

芸術科目、体育等の学習を通じて、豊か

な感性と健康な心身の基礎的資質を獲

得している 

- 2.31 2.63 2.81 0 

4NPCA 

言語的・数量的処理の方法や自然科学

への理解を深め、論理的視点から物事を

考えることができる 

2.34 - - - - 

*4P 
コンピューターをつかって、言語的、数量的

な処理ができる 
- 2.66 2.58 2.65 2.55 

専
門
的
知
識 

5P 
衛生法規および公衆衛生学に関する基本

的な知識を有している 
2.38 2.43 2.29 2.49 2.51 

6P 
食品衛生学に関する基本的な知識と技

術を習得している 
2.48 2.46 2.34 2.46 2.64 

7P 
食品学に関する基本的な知識を有してい

る 
2.66 2.71 2.55 2.49 2.43 

8P 
栄養学に関する基本的な知識を有してい

る 
2.56 2.61 2.40 2.25 2.29 

9P 
経済・経営に関する基本的な知識を有し

ている 

** 

3.30 

** 

3.87 
2.97 3.09 3.13 

専
門
的
実
践
力 

10P 
製菓・製パンの理論に関する基本的な知

識を有している 
2.69 2.78 2.62 2.86 3.01 

11P 

製菓・製パンの実習を通して技術を習得

し、製菓衛生師としての実践力を身に付け

ている 

2.77 2.86 2.75 3.00 3.04 

12P 

食生活や健康の問題について考え、口頭

または文章によって論理的に表現すること

ができる 

2.84 2.75 2.85 2.85 2.99 

*昨年度 (2021 年度) までのディプロマ・ポリシー 

**1 科目 (「社会」) 1 学年 (2 年次)での値 

2022 年度よりディプロマ・ポリシーの 1, 2, 3, 4 について見直しが行われ、それに伴って各ディプロマに対応す

る授業を再配置した。新しい DP1 に対応する授業は卒業必修科目となる基礎演習や社会人基礎力育成講

座であるため、GPA 平均値が高くなっている。全てのディプロマについて、GPA 平均は 2.0 (B 評価) を超えて

いるため、ディプロマ・ポリシー (卒業までに身に付けさせたい力) は達成されていると考えられるが、全平均は

2.72 であるため、それよりも低い値が多い 「専門的知識」 に該当する分野について、更なる授業改善による

学生の知識習得の向上を目指す必要があると考えられる。DP9 については1 科目しか該当せず n数が少ない

ため、GPA 平均値だけでは判断出来ない。GPA 平均値でデディプロマ・ポリシー達成度を測るためには、この分

野に該当する科目を増やし、習熟度を確認していくことが今後の課題である。 
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【保育科】 

ディプロマ・ポリシー 
GPA 

2022 2021 2020 2019 2018 

総
合
的
人
間
力 

1NPC 
主体的に学ぶ姿勢をもち、地域社会の課

題解決に取り組むことができる 
3.00 - - - - 

*1C 

教養科目、外国語、学際科目での学習を

通じて、日本文化の理解を深め、地球的視

点から多面的に物事を考えることができる 

- 2.80 2.58 2.61 2.57 

2NPC 
日本文化や異文化の理解を深め、国際的

視点から物事を考えることができる 
2.52 - - - - 

*2C 

基礎演習、社会人基礎力育成講座、学生

サークル活動等を通じて、豊かな人間性の

基礎的資質を獲得している 

- 2.98 2.97 2.98 2.94 

3NPC 
豊かな感性と健康な心身の基礎的資質を

獲得している 
3.03 - - - - 

*3C 

芸術科目、体育等の学習を通じて、豊かな

感性と健康な心身の基礎的資質を獲得し

ている 

- 2.90 2.94 3.00 3.04 

4NPCA 

言語的・数量的処理の方法や自然科学へ

の理解を深め、論理的視点から物事を考え

ることができる 

2.10 - - - - 

*4C 
コンピューターをつかって、言語的、数量的な

処理ができる 
- 2.73 2.58 2.27 2.16 

専
門
的
知
識 

5C 

教育や福祉の理念や意義について理解し、

教諭や保育士としての社会的使命と責任を

自覚している 

1.50 2.52 2.84 2.80 3.03 

6C 
教育や福祉の思想、歴史、制度、および幼

児や児童の発達特性を理解している 
2.43 2.76 2.55 2.64 2.59 

7C 
幼児や児童の発達の理解に立って、基本的

な計画や環境設定ができる 
2.90 2.23 2.63 2.43 2.41 

8C 
教育や保育の指導法を理解し、基本的な

指導・援助を行うことができる 
2.77 2.59 2.72 2.64 2.67 

9C 
教育や福祉の相談や援助の方法についての

知識を有している 
2.62 2.45 2.65 2.70 2.39 

10C 
教科や基礎技能に関する基本的な知識や

技能を習得している 
2.70 2.65 2.73 2.74 2.66 
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専
門
的
実
践
力 

11C 

実習および事前事後の指導を通じて、現場

における指導援助全般を実践的に体得し、

現場での適切な指導援助を行うことができ

る 

2.22 2.34 2.55 2.44 2.48 

12C 

教育や福祉の問題について考え、口頭また

は文章によって論理的に表現することができ

る 

2.99 2.92 3.01 2.98 3.00 

*昨年度 (2021 年度) までのディプロマ・ポリシー 

 

2022 年度の保育科の専門的知識の学内評価(GPA)は 2.49 であり、昨年度の 2.60 より低下している。

これは、専門的知識に含まれる項目のうち 7C~10C の値は伸びているものの、5C、6C がいずれも低下してお

り、特に5Cに該当する2科目のうち1科目での成績の低迷が5Cの大幅な低下に影響していると考えられる。

この点について、カリキュラム委員会で検証した結果、これは、当該科目（2 年次）の基礎となるそれ以

前の学習科目の知識の定着が不十分であったため、当該科目の学習内容の理解が不十分となってしま

ったことが原因と考えられた。基礎となる知識の定着を確認しながら授業を進めることが重要であり、今後

徹底していくべきであろう。 

2022年度の保育科の専門的実践力の学内評価(GPA)は2.61であり、これは昨年度の2.42 よりも伸び

ている。これは12Cが 2.99 と比較的高い値であることが影響していると考えられるが、他方で、11Cは昨年度

より下がっているため、実習および事前事後の指導をより充実させていくよう、学内で検討すべきところである。 

2022年度の保育科の総合的人間力の学内評価(GPA)は2.66であった。昨年度は2.83であり、数値だ

けを比較すれば低下しているように見えるが、DP のうち 1C～4C は大幅に改訂しているため、昨年度までのデ

ータと単純に比較することはできない。来年度以降の推移を見ながら、今後の対応を検討していく必要がある。 

最近の 5 年間の推移を見ても、専門的知識の中の 5C の低下が気になるところである。実習指導等とも連

携して、専門職としての社会的使命と責任の感覚を高められるよう、保育科全体として、学生に対するケアと

実力の向上とに一層注力していくべきだろう。 

 

【専攻科保育専攻】 

ディプロマ・ポリシー 
GPA 

2022 2021 2020 2019 2018 

4NPCA 
言語的・数量的処理の方法や自然科学への理解を

深め、論理的視点から物事を考えることができる 
2.98 - - - - 

*4A 
コンピューターをつかって、言語的、数量的な処理がで

きる 
- 3.00 2.97 3.00 3.00 

5A 
教育と福祉との総合的・有機的連携について理解して

いる 
3.00 3.00 2.75 3.00 2.58 

6A 
教育や福祉の思想、歴史、制度、および幼児や児童

の発達特性に関わる発展的な知識を有している 
2.73 2.78 2.67 2.92 2.90 
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7A 
幼児や児童の発達の理解に立って、柔軟に計画や環

境設定ができる 
2.91 2.90 3.00 3.05 3.06 

8A 
教育や保育の指導法に関わる発展的な知識を有し、

柔軟に指導・援助を行うことができる 
3.04 3.01 2.79 3.07 3.06 

9A 
教育や福祉の相談や援助の方法についての発展的な

知識を有している 
2.88 2.93 2.84 3.05 3.07 

10A 教科に関する発展的な知識や技能を習得している 2.82 3.06 2.88 3.07 2.55 

11A 
現場研修および実習を通じて現場の運営管理を理解

し、使命感を持って適切な指導援助を行うことができる 
2.15 2.14 2.53 2.19 2.10 

12A 
教育や福祉の問題を探求するための研究方法を習得

し、論文として表現することができる 
3.22 2.97 2.86 3.14 3.05 

*昨年度 (2021 年度) までのディプロマ・ポリシー 

 

昨年度に引き続き、2022 年度の専攻科保育専攻の GPA も、11A「現場研修および実習を通じて現場

の運営管理を理解し、使命感をもって適切な指導援助を行うことができる」を除いて、比較的高めで安定してい

るとみなすことができるだろう。11A については、一昨年度上昇したものの、昨年度、本年度は従前のレベルに

戻っている。本学保育科での学びの上に、専攻科での学修を積み重ね、さらにそれらを実践と結び付け充実さ

せていくために、どのような指導が必要か、学内でも検討すべきところである。 
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8.3.3. 専門的知識・専門的実践力・総合的人間力の内部評価と外部評価 

【専門的知識外部試験】 

食物栄養科栄養士コース 

  食物栄養科栄養士コースでは、一般社団法人全国栄養士養成施設協会が主催している「栄養士

実力認定試験」を専門的知識外部試験の指標として位置付けている。「栄養士実力認定試験」は「社

会生活と健康」「人体の構造と機能」「食品と衛生」「栄養と健康」「栄養の指導」「給食の運営」「総合

問題」についての専門的知識を問うものである。問題数は 85 問、試験時間は 120 分である。 

 「栄養士実力認定試験」」対策は、「栄養士特講Ⅰ・Ⅱ」で実施し、専門的知識の定着を図るととも

に、理解を深めるための課題学習と講義、学習支援を行った。また、卒後、管理栄養士資格を取得す

る学生が多くいることから、将来にわたって学修する習慣づけとしてのノート作成に関しても指導・支援を

行った。 

 2022 年度の結果は、52 名受験し、A 評価 35 名（67.3%）、B 評価 16 名（30.8%）、C

評価 1 名（1.9％）であった。協会の成績判定で、C 判定であった学生及び未受験の学生に対して

は、本科独自の再試験を行い、専門的知識の定着を促進した。 

 

食物栄養科パティシエコース 

 食物栄養科パティシエコースでは、「山梨県製菓衛生師試験」を専門的知識外部試験の指標として

位置づけている。製菓衛生師試験は製菓衛生師法に基づき、「衛生法規」「公衆衛生学」「栄養学」

「食品学」「食品衛生学」「製菓理論」「製菓実技（和菓子・洋菓子・製パンより選択）」についての専

門的知識を問うものである。本試験は厚生労働省と都道府県が主催で、問題数は 60 問（600 点満

点）、試験時間は 120 分である。 

 「製菓衛生師試験」対策は、「製菓衛生師特講Ⅰ・Ⅱ」で実施し、専門的知識の定着を図るとともに、

より専門性を高めるよう理解を深めるための課題学習と講義、学習支援を行った。 

2022 年度の結果は、パティシエコース学生 19 名が受験し、合格は 14 名（73.7%）であった。不

合格および未受験の学生に対しては、学内で山梨県製菓衛生師試験に準拠した試験を実施し、専門

的知識の定着を促進した。 

 

 

保育科 

 保育科では、「専門的知識外部試験」として、保育士（国家資格）取得のための試験（指定試験

機関：一般社団法人全国保育士養成協議会）である「保育士試験」のうち筆記試験に準拠した試

験を、卒業を控えた保育科 2 年生全員を対象に実施している。問題数は、①過去 4 回分の保育士試

験（筆記試験）の「保育原理」「児童家庭福祉」「保育の心理学」「子どもの食と栄養」から計 40 問

（各 2.5 点×40 問=100 点）、②過去 4 回分の保育士試験（筆記試験）の「教育原理」「社会

的養護」「社会福祉」「子どもの保健」「保育実習理論」から計 40 問（各 2.5 点×40 問=100 点）

である。試験時間は①・②各 80 分とし、①・②両方で 60 点以上の場合、合格としている。2016 年

度以降毎年度、保育士資格取得の有無に関わらず、学生の受験率は 100%である。本試験で合格

基準に満たなかった学生に対しては、再試験および学習支援を実施している。 
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 本年度は、本試験で合格した者 49 名(36.3%)、再試験を含めた最終合格者は 131 名(97.0%)

であった。 

本試験合格率が昨年度(44.9%)に比べ減少した理由として、当試験に係る学生へのリマインドが例

年よりもやや遅くなり、学生に十分な準備期間が与えられなかったことが反省点となった。当試験の出題

範囲をカバーする本学の自学自習用オンライン教材は、公務員試験等の就職試験を受験する学生にも

活用されているが、当試験が卒業時の質保証のみならず学生のキャリア支援にも資するよう、次年度は

就職支援担当等とも協働しつつ、実施内容・方法・時期等について再検討を図る。 

 

【専門的実践力外部試験】 

食物栄養科栄養士コース 

食物栄養科栄養士コースの専門的実践力外部試験は、2023 年 2 月 15 日（水）～16 日（木）

の 2 日間にかけて行った。試験の審査員は外部の管理栄養士各日 3 名である。 

受験者は食物栄養科栄養士コースに在籍する 57 名である。当日体調不良等であった者(1 名)は、

献立表及び出来上がり写真で評価した。結果は以下の通りである。 

最終評価の平均点 視点別評価の平均点 

全体平均   84.0 点 食事摂取基準           9.4 点 

A評価50名（87.7％） 

B 評価 7 名（12.3％） 

C 評価 0 名（ 0.0％） 

 

一食分として適切な量       8.6 点 

一食分の体裁            8.4 点 

料理の味付け            8.7 点 

衛生的配慮             8.2 点 

経済的配慮             8.6 点 

材料に対する適切な調理     8.4 点 

盛り付け               8.2 点 

色合い                8.4 点 

「意図」や「思い」の反映      8.9 点 

全体平均は A 評価の割合が大幅に増加した（12.7 ポイント増）。視点別評価の平均点を昨年と

比較すると、「衛生的配慮」の平均点が大幅に高くなり（1.5 ポイント増）、各授業における衛生管理

の指導効果と考えられる。「一食分として適切な量」（0.4 ポイント増）、「料理の味付け」（0.4 ポイン

ト増）、「材料に対する適切な調理」（0.3 ポイント増）と、調理技術をしっかり身につけたことが確認で

きた。「意図や思いの反映」についても平均点が高くなり（0.3 ポイント増）、この試験の意図や目的が

学生に伝わっていることが伺えた。 

 

食物栄養科パティシエコース 

＜試験の内容＞ 

製菓衛生師に関わる専門的実践力が 2 年間の学びによって定着しているのか外部評価を受けるもの

である。学生は山梨県産の農畜産物や加工品を活用した「オリジナルスイーツ」を１点製作した。 

＜試験の評価基準＞ 



   

68 

 

次の５つの視点（20 点×５視点＝100 点）で評価した。各視点は、A 評価（優れている）20

点、B 評価（普通）15 点、C 評価（劣る）10 点とし、3 人の審査員の平均点を最終評価とした。

最終評価は、A 評価（80 点以上）、B 評価（70 点以上）、C 評価（60 点以上）とした。視点

別評価も同様に、それぞれの視点ごと 3 名の審査員の得点を合計して平均点を算出した。審査員は、

いずれも製菓・製パン分野の専門職に従事している。審査時は学生による製作品の意図や使用した食

材の活用についてのプレゼンテーションを行い、審査員との質疑も実施した。 

 視点別評価 

①地域素材の活用 

②独創性 

③製菓技術（レシピどおりの製作 コストパフォーマンス） 

④視覚性（うつくしさ センス 好感度） 

⑤味覚性（おいしさ） 

＜試験日・場所＞ 

 2023 年 1 月 25 日（水） 山梨学院短期大学スイーツ館 2 階カフェテリア・3 階製菓実習室 

＜試験結果＞ 

受験者：食物栄養科パティシエコース学生 20 名 

①最終評価 平均 84.9 点（A 評価 15 名：75.0％ B 評価５名：25.0％） 

②視点別評価の平均点 

視点別評価 ①地域素材

の活用 

②独創性 ③製菓技術 ④視覚性 ⑤味覚性 

平均点 17.3 17.7 17.2 16.6 16.2 

＜成果＞ 

 外部からの評価を受けることで、学生は製菓・製パンに関わる専門職に必要な実践力について学修成

果を客観的に把握することができた。評価方法は 2020 年度に見直しを行い、2021 年度以降は現在

の評価方法を継続して実施している。その結果、従来よりも学生の個別評価が明確となり、より社会で

の評価に近い成果が得られた。 

 

 

保育科 

＜試験の内容＞ 

山梨学院短期大学保育科では、2 年間の学びを経て身に付けた「専門的実践力」が、実際の保育

の現場、すなわち、子どもとのかかわり、保育者との協働、保護者への支援等の場面における細やかな

「気づき」として表出するものと捉えている。本試験では、学生が 2 年次の幼稚園実習として行っている保

育実践の全般に関して、以下に示す３つの視点に基づき、学外者（実習園の保育者）から評価を受

ける。 

＜試験の評価基準＞ 

以下の３つの視点（10 点×3＝30 点）で、実習中の学生の様子を総合的に評価。各視点の評価はそれぞれ A・B・
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Cの3段階。A（優れている）10点、B（良い）７点、C（努力が必要である）５点。 

①保育における気づきの早さ、的確さ 

②気づいたことに対する行動力 

③気づいたことに対する意識の持続性 

＜試験の日時・場所＞ 

 2022 年 10 月 21 日～11 月 12 日 または 11 月 28 日～12 月 17 日 

 幼稚園教育実習を行う各園（合計 43 園） 

＜評価員＞ 

実習園にて、学生の実習指導に携わる保育者複数名で、学生を評価。 

＜試験の結果＞ 

受験者：保育科 2 年生 134 名（うち 10 名は別日程にて系列幼稚園で受験） 

結 果： 

 平均点 A 評価 B 評価 C 評価 

①気づき 7.72/10 43 名 75 名 16 名 

②行動力 8.19/10 61 名 60 名 13 名 

③意識の持続性 7.90/10 50 名 69 名 15 名 

合計 23.87/30       

<成果> 

保育者としての実践欲を「気づき」「行動力」「意識の持続性」の 3 つの視点で捉えなおすことで、学生

が身に付けた実践力を学外者にも評価してもらいやすくなったと考える。行動力の評価が昨年度と比べ

やや向上し、全体的に C 評価の人数が減少した結果となった。 

3 つの視点のうち、①「気づき」の評価が相対的に低くなっているため、この結果を受け、実習指導にお

いては、保育における気づきの早さ、的確さについての具体的な指導を行うべきと考えられる。 

 

【総合的人間力の外部評価】 

地域貢献活動（ボランティア活動） 

本学では、地域貢献活動を総合的人間力の外部評価として位置づけている。本学では地域貢献活

動としてボランティア活動を推進しており、活動への参加をとおして、社会に貢献するとともに、マナーやコミ

ュニケーションなど社会人として必要な力を身につけ、豊かな人間性を培うことをめざしている。2021 年度

は新型コロナウイルス感染症の感染状況により１年間に時間を指定せず「１か所以上」の地域貢献活

動、2022 年度は１年間に「2 か所以上・８時間以上」の食育推進活動、地域貢献活動を行うことを

推奨した。2 年次に食育推進活動を実施した。地域貢献活動以外に学内での「マナー学習」も実施し、

基本的態度（身だしなみ・日常的な話し方など）、社内・社外文書の書き方、慶弔時のマナー、食事

のマナーなどについて、動画での学修を行った。 

 

地域貢献活動・食育推進活動の実施概要（実施期間：2021 年 4 月～2023 年 3 月） 

 全体 食物栄養科 保育科 
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（n=212） （n=77） （n=135） 

延べ活動件数（件） 751 266 485 

平均活動件数（件） 3.5 3.5 3.6 

平均活動時間（時間） 21.0 22.7 19.2 

 

地域貢献活動・食育推進活動の実施時間（実施期間：2021 年 4 月～2023 年 3 月） 

 

 

 活動内容は、地域貢献活動では社会支援事業の補助、スポーツ・福祉施設・地域でのイベント運営

補助に関わる学生が多かった。食育推進活動では、食育教室などの運営や栄養教育の補助、山梨県

内の保育園児対象の食育教室の動画制作に携わった。地域貢献活動や食育推進活動の対象者は、

幅広い年代と関わる活動が多くみられた。授業評価の結果より、到達目標の「講演『地域貢献活動(食

育推進ボランティア）とは』や実際の地域貢献活動を通して、『人や社会に対する奉仕的精神や倫理

観を養う』を達成できましたか。」において、「そう思う」「ややそう思う」の回答が 90%以上であったことから

目標をほぼ達成したと考えられる。 

以上より、学生は地域での活動をとおして、自身のコミュニケーションスキルやマナーの向上を図ることが

でき、総合的人間力の向上につながった。 

 

【内部評価と外部評価】 

食物栄養科栄養士コース 

 学内評価 

（GPA） 
学外評価 

専門的知識 2.41 
「栄養士実力認定試験」 

A 評価 67.3% B 評価 30.8% C 評価 1.9% 

専門的実践力 2.74 
「専門的実践力外部試験」 

A 評価 87.7％ B 評価 12.3%  C 評価 0.0% 

総合的人間力 2.67  1 人当たり１年間のボランティア活動件数 平均 3.4 件 
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食物栄養科パティシエコース 

 学内評価 

（GPA） 
学外評価 

専門的知識 2.67 
「製菓衛生師試験」 

合格率 68.4 or 73.7％ 

専門的実践力 2.76 
「専門的実践力外部試験」 

A 評価 75.0％ B 評価 25.0% C 評価 0% 

総合的人間力 2.76 1 人当たり１年間のボランティア活動件数 平均 3.7 件 

 

保育科 

 

 

8.3.4 入学時意識調査および卒業時満足度調査 

 

本学では、入学時と卒業時に、学修行動について調査を行っている。 

本年度卒業生の卒業時満足度調査の結果から、「獲得できた」「やや獲得できた」学生の割合（以

下これらを合わせて「獲得群」とし、%で表す）は、20 項目の全てにおいて 70%を超え、そのうち 90%

を超えたのは、「専門知識・技術」の修得 95.0%、次いで「一般常識」および「人との関係づくり」

92.0%、「社会に対する視野」90.5%、「人との付き合い方」90.0%であった。卒業時満足度調査の

結果を当該卒業生の入学時の意識調査と比較したところ、25 ポイント(以下 Pt.)を超える増加がみら

れたのは、「専門知識・技術」 (+57.8Pt.)、「人前での発表」 (+38.4Pt.)、「主体的学習」

(+32.9Pt.)、「専門分野の社会的意義」(+27.8Pt.)、「地域への関心」(+26.6Pt.)であった。一方、

卒業時が入学時を下回ったのは「将来の仕事での貢献」(卒業時 90.0%, 対入学時比-3.1Pt.)の 1

項目のみであった。特に地域や社会への理解・関心全般に関して、伸びが抑えられる結果となった前年

度に比べて回復した様子がみられた。 

全体として、「PROPERTIES」による取組の経年効果が抑えられる結果となった昨年度に比べ、本年

 学内評価 

（GPA） 
学外評価 

専門的知識 2.49 
「専門的知識外部試験」(全国保育士養成協議会「保育士試験」に準拠した試験） 

合格率 97.0％ 

専門的実践力 2.61 

「専門的実践力外部試験」 

気づき      A 評価 32.1％ B 評価 56.0% C 評価 11.9% 

行動力     A 評価 45.5％ B 評価 44.8% C 評価  9.7% 

意識の持続性 A 評価 37.3％ B 評価 51.5% C 評価 11.2% 

総合的人間力 2.66 1 人当たり１年間のボランティア活動件数 平均 3.6 件 
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度は学修行動全般における達成感獲得の回復がみられた。特に、新型コロナウイルスの感染拡大防止

措置により大きく制限されていたボランティア活動の再開が、地域・社会への理解・関心の回復に大きく

影響したと考えられた。 

今後も、「アフターコロナ」へと変化する環境を見据えつつ、コロナ禍の困難な状況下において編み出さ

れた教育活動上の工夫を生かすカリキュラムを継続的に検討するとともに、入学時意識調査および卒業

時満足度調査を学修成果の指標として役立てていく。 
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【食物栄養科】 

 

 

 



   

74 

 

【保育科】 
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【本科全体】 
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8.3.5. 入学者追跡調査  

本学では、「本学が求める入学生像（アドミッション・ポリシー）」に基づき、能力や意欲、適性等を多

面的、総合的に評価する入学者選抜が実施できているかを客観的に評価・検証するため、入学者選

抜方法ごとに、入学後の成績や卒業率、資格・免許取得率に関する調査を実施している。 

 

表 1 入試選抜区分と卒業率（2012 年度～2020 年度） 

※2017 年度より、フードクリエイトコースからパティシエコースに名称変更 

 

表２ 入試選抜区分と各種資格・免許取得率（2012 年度～2020 年度） 

 

  

学科・ 

コース 
全体全体 

入試選抜区分 

A スタイル B スタイル C スタイル G スタイル 自立支援 

食物栄養科 

栄養士コース 

95.6% 

（n=688） 

95.7% 

（n=604） 

94.3% 

（n=70） 

100% 

（n=9） 

100% 

（n=5） 
 

食物栄養科 

パティシエコース※ 

93.5% 

（n=229） 

94.3% 

（n=211） 

91.7% 

（n=12） 

100% 

（n=3） 

33.3% 

（n=3） 
 

保育科 
98.3% 

（n=1,501） 

98.4% 

（n=1,322） 

98.7% 

（n=1532） 

100% 

（n=121） 

83.3% 

（n=6） 

75.0% 

（n=8） 

資格・免許 全体 
入試選抜区分 

A スタイル B スタイル C スタイル G スタイル 自立支援 

栄養士資格 
95.6% 

（n=658） 

95.2% 

（n=578） 

98.5% 

（n=66） 

100% 

（n=9） 

100% 

（n=5） 
 

製菓衛生師免許 
78.0% 

（n=214） 

77.4% 

（n=199） 

90.9% 

（n=11） 

100% 

（n=3） 

０％ 

(n=1) 
 

保育士資格 
96.5% 

（n=1,475） 

96.2 % 

（n=1,301） 

98.7% 

（n=151） 

100% 

（n=12） 

100% 

（n=5） 

100% 

（n=6） 

幼稚園教諭 

免許状二種 

95.8% 

（n=1,475） 

95.6% 

（n=1,301） 

96.7% 

（n=151） 

100% 

（n=12） 

100% 

（n=5） 

100% 

（n=6） 

小学校教諭 

免許状二種 

8.6% 

（n=1,475） 

7.2% 

（n=1,301） 

20.5% 

（n=151） 

0% 

（n=12） 

20.0% 

（n=5） 

16.7% 

（n=6） 
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表３ 入試選抜区分と成績（平均 GPA）（2012 年度～2020 年度） 

 

2012 年度～2020 年度入学生について分析を行ったところ、いずれの学科・コースにおいても、入学

者選抜方法に関わらず、高い卒業率と高い資格・免許取得率が示され、入学者選抜方法の妥当性が

確認された。なお、入学後の成績については、いずれの学科・コースにおいても、B スタイル入試（2021

～2022 年度入試における「一般入試」に相当）による入学者において優れている傾向がみられた。今

後も多様な受験生に配慮し、より妥当で適切な入学者選抜の実施に向けて、「本学が求める入学生

像（アドミッション・ポリシー）」や入学者選抜方法の見直しに継続的に取り組んでいく。 

 

 

8.3.6. 卒業生アンケートおよび就職先アンケート  

 「PROPERTIES」の取組の一環であり、カリキュラム見直しのための資料として、卒業生とその就職先に

対し、PROPERTIES における評価項目の重要度と満足度に関するアンケート調査を 2018 年度より

実施している。今年度は保育科を対象として実施した。 

対象：（卒業生）保育科 2022 年 3 月卒業生 152 名 

（就職先）保育科 2022 年 3 月卒業生の就職先 99 社 

実施方法：（卒業生）google フォームに質問を入力し、URL を配布 

（就職先）卒業生就職先にアンケートを送付 

実施期間：（卒業生）2023 年 1 月 18 日～2 月 24 日 

（就職先）2023 年 1 月 18 日～2 月 24 日 

回答数, 回収率：（卒業生）50 件, 32.8% 

（就職先）51 件, 51.5% (内、有効回答 49 件) 

 

以下の図表は得られた回答を基にした分析結果である。 

 

 

 

 

 

学科・ 

コース 
全体 

入試選抜区分 

A スタイル B スタイル C スタイル G スタイル 自立支援 

食物栄養科 

栄養士コース 

2.51±0.51 

（n=6582） 

2.47±0.51 

（n=578） 

2.70±0.49 

（n=663） 

3.10±0.44 

（n=9） 

2.67±0.44 

（n=5） 
 

食物栄養科 

パティシエコース 

2.67±0.42 

（n=214） 

2.67±0.40 

（n=199） 

2.81±0.52 

（n=11） 

2.82±0.40 

（n=3） 

1.45 

(n=1) 
 

保育科 
2.63±0.33 

（n=1,475） 

2.61±0.32 

（n=1,301） 

2.82±0.33 

（n=151） 

2.90±0.27 

（n=12） 

2.70±0.46 

（n=5） 

2.45±0.34 

（n=6） 
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【卒業生アンケート】 
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総合的人間力：前回の保育科の調査(2019 年度)と同様に、「外国語」以外の項目において満足度

が重要度を下回る結果となった。特に、「企画力・対人関係力」「コンピューター」において、重要度と満

足度に開きがみられた。「企画力・対人関係力」については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止によ

り、他者と活動する機会が減少していたことも、その要因の１つと考えられる。今後は、感染症の収束や

感染対策の緩和によって、他者と活動する機会を増やすことが可能となり、その経験の積み重ねによって

身に付いていくことが期待される。「コンピューター」については、次年度より個人 PC の所有の推進や数

理・データサイエンス・AI 教育の充実・強化が図られることで学びの機会が増え、その改善に繋がると考え

られる。 

 

専門的知識：前回の保育科の調査と同様に、全ての項目において満足度が重要度を下回る結果とな

った。総平均点には大きな開きはみられなかったが、「教育・保育の計画・指導の理論」「教育・福祉の相

談・援助」において、満足度と重要度にやや差がみられた。教育・福祉の専門科目において、学生の学

修効果を高める授業への創意工夫をさらに実践していくことが求められる。 

 

専門的実践力：実践力についても、前回と同様に「教育・福祉に関わる課題の研究(ゼミ)」において満

足度が上回り、その他の項目は下回る結果であった。中でも、「チームワーク・連携」「「口頭で伝える力」

「文章で伝える力」で重要度と満足度にやや開きがみられた。「チームワーク・連携」「口頭で伝える力」に

ついては、総合的人間力の「企画力・対人関係力」で触れたように、今後は授業内外での他者との対話

やグループワーク、プレゼンテーションの機会等が増えていくことで力の獲得に繋がるのではないかと考える。

「文章で伝える力」についても、数理・データサイエンス・AI 教育の中で論理的な思考力を養うことができ、

文章力の向上が図られると考える。また、引き続き各授業で LMS である WebClass を多用することで、

対策が可能と考えられる。 
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【卒業生就職先アンケート】 
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総合的人間力：前回の調査と同様に、全ての項目において重要度より習熟度が下回る結果となった。

特に「グローバルな視点」「社会人基礎力」「企画力・対人関係力」において、その差が顕著であった。「グ

ローバルな視点」「社会人基礎力」については、これに関連すると考えられる教育・福祉の専門科目や一

般教養、「外国語」「社会人基礎力育成講座」等において、該当する内容の学びを強化していくことが

求められる。「企画力・対人関係力」に関しては、卒業生調査・就職先調査ともに満足度・習熟度が低

い結果となったことから、より一層改善に取り組む必要性があると考える。多くの科目で取り入れられる内

容と推察できることから、科目の特性を活かしながら各教員の創意工夫によって取り組んでいけると考え

る。また、「コンピューター」に関しては、卒業生自身が思うほどには就職先は習熟度不足と考えていないこ

とが見て取れた。 

 

専門的知識：前回と同様に、全ての項目において重要度と習熟度に開きがみられることから、就職先か

らはより高い専門的知識を有することが求められている。保育科では多くの学生が卒業後に専門職に就

くことから、専門科目の各担当教員は学生の習熟度を確認しながら、その強化に努める必要がある。

2023 年度は就職キャリア支援プログラムの中に専門的知識を重点的に学ぶ特別講座を設置する。 

 

専門的実践力：前回と同様に、専門的知識よりも更に重要度と習熟度に開きがみられた。専門的知

識と同じく、各担当教員は学生の習熟度を確認しながら、その強化に努める必要がある。また、実際の

現場での実践機会を増やしていくことで、就職先で必要とされる実践力の更なる向上に繋がると考える。 
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8.3.7. PROPERTIES 指標達成度 

 

本学が 2016 年度に採択された「大学教育再生加速プログラム」のテーマⅤ「卒業時における質保証

の取組の強化」の補助事業における目標に対する達成度は以下のとおりである。 

 

区 分 2022 2021 2020 2019 2018 

学生の授業外学修時間（週当たり） 9.95 時間 10.04 時間 11.28時間 10.53時間 10.13時間 

事業計画に参画する教員の割合 100％ 100% 100％ 100％ 100％ 

「大学教育に満足している」学生の割合 94.4% 91.3% 94.1% 88.3％ 94％ 

学修支援システム利用率 100％ 100% 100％ 100％ 100％ 

GPA（短期大学平均） 2.64 2.66 2.68 2.63 2.66 

「専門的知識外部試験」受験率 100％ 100% 100％ 100％ 100％ 

「専門的実践力外部試験」受験率＊1 100％ 100% 100％ 100％ 100％ 

「ボランティア・パスポート」活用率＊2 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

進路決定の割合 98.8% 98.7％ 98％ 99.6％ 98.2％ 

「学修成果レーダーチャート」活用率＊3 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

質保証に関する FD・SD の参加率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

卒業生追跡調査の実施率＊4 32.8％ 34.7% 56.6% 50.6％ 4％ 

 

＊12016 年度は食物栄養科パティシエコースで実施し、2017 年度は栄養士コースも含めた食物栄養科全体で実施し

た。2018 年度より全学で実施した。 

＊22016 年度は開発の期間であった。2017 年度に 1 年生のみに導入し、2018 年度より全学生に導入した。 

＊3「学修成果レーダーチャート」は 2018 年度より全学で導入した。 

＊4「卒業生追跡調査」は、2017 年度には 2016 年度のパティシエコース卒業生を対象に実施した。2018 年度には

2017 年度栄養士コース卒業生を対象に実施した。2019 年度には 2018 年度保育科卒業生を対象に実施した。

2020 年度は 2019 年度のパティシエコース卒業生を対象に実施した。2021 年度は 2020 年度の栄養士コース卒業

生を対象に実施した。 

  

  



   

83 

 

9. 評価と改善  

創立以来 75 年に亘り、本学は「食と健康」、「教育と児童福祉」の分野で真に社会に貢献しうる専

門職の養成を目標に教育改善に努めてきた。 

2022 年度は、2020 年度に受審した認証評価の結果をふまえ、5 つの事業に重点的に取り組んで

きた。特に「地域貢献活動」に関しては、公開講座の充実など拡大を図ることができた。教育の質の向上

目指す取組は、学修・生活環境の整備と合わせて、2022 年度も継続して実施し、成果を感じている。

自己点検・評価活動に学外者や学生も参画し、ステークホルダーの意見を踏まえた改善がなされている

ことは特筆すべき点と考える。 

2022 年度の自己点検・評価を進める過程で、下表のような課題が見えてきた。これらを踏まえ、

2023 年度は引き続き 5 つの事業の充実に取り組みたい。 

 

本学の課題と来年度の取組案 

重点的取組 2022 年度 課題 2023 年度 取組案 

戦略的 

学生募集の展開 

 18 歳人口減少での安定的入学生確保 

 学生の強み・弱みを踏まえた高大接続 

 高大接続改革を踏まえた入学者選抜 

① 高大接続の内容充実と強化 

② 中学生への戦略的広報活動の継続的展

開 

③ 進学相談会・高校訪問を軸とした学生募

集 

④ 選抜方法の見直し・改善 

教育の質の 

向上を 

目指した取組 

 コロナ禍における地域貢献活動の機会の

減少 

 学生の ICT スキルの向上の必要性 

① ３つのポリシーを軸とした教育活動の展開 

② 外部機関と連携した地域課題の解決型

学習の推進 

③ 「AI 戦略 2019」を踏まえた数理・データサ

イエンス・AI カリキュラムの実施 

学修・生活環境 

の整備 

 多様化する学生に対応する支援体制の

構築 

 コロナ禍における学生の課外活動の機会

の減少 

① 障がい学生支援に向けた体制整備 

② 修学支援制度の活用の継続 

③ 課外活動の振興 

地域と連携した 

就職・キャリア 

支援体制の充実 

 専門職就職への意欲の維持 

 卒業生離職者への対応を含む 

 就職・キャリア支援体制のさらなる強化 

① 学生の自己実現につながる就職支援 

② 地域と連携した就職キャリア支援体制の運

用 

③ 進学・編入学支援の継続 

地域課題解決に

向けた取組 

 本学のリソースを生かした地域貢献のさら

なる展開 

 自治体・企業等とのさらなる連携 

① 地域と連携した教育・研究の推進 

② 地域住民に向けた学びの機会の拡充 
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